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■計画の基本情報

R 5 ～ R 8

亀山市健康まちづくり計画に関する実績等報告書（令和６年度）

位置付け

本計画は、健康増進法第８条第２項に規定する市民の健康の増進の推進に関する施
策について定める「健康増進計画」、食育基本法第１８条第１項に規定する食育の推進
に関する施策について定める「食育推進計画」及び、自殺対策基本法第１３条第２項に
規定する自殺対策について定める「自殺対策計画」を一体的に整理して策定している。

健康福祉部 健康政策課

目的・概要

計画期間 年度

健康都市「かめやま」の実現に向けて、健康づくりから医療分野における施策の総合的
な展開や、生涯を通じて健康・医療の支援を切れ目なく提供できるよう、地域の実情に
応じた施策など、様々な施策に取り組んでいる中で、改めて本市の進める健康都市政
策を見つめ直し、新たなステージへの展開を志向するものである。
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施策大綱 施策の方向

４ 地域医療体制

の充実

●市立医療センターを核とした地域

医療の深化

●多職種連携による地域包括ケアシス
テムの強化・充実

●救急医療提供体制の充実

５ 感染症対策

の推進 ●コロナ禍からポストコロナ時代へ

の対応

●感染症の予防推進

２ 健やかな生活

習慣の定着

●食育の推進

●歯と口腔の健康づくりの推進

●こころの健康づくり

●介護予防の推進

３ 疾病予防と重

症化予防の推

進

●健康の維持増進と疾病の早期発見

●高齢者の保健事業と介護予防の一

体的実施の推進

●ヘルスリテラシーの向上

●健康につながる環境づくりと活動

促進

１ 健康都市の

推進



■成果指標
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■計画の実績等
・令和6年7月にかめやま健康都市大学第二期を開講し、のべ227名の受講生が３
つの選択コースに分かれて受講した。うち151名が修了し、健都サポーターの育成
人数は79人となった。
・健都サポーターは、健康都市大学の存続や発展のため、地域で必要な「健康を
支える人材」についての検討や食生活改善推進協議会やセルフケアフード協議会
等と連携して「かめやま健康レシピ」を作成するなど主体的に活動したり、年間を通し
て、開講当日の係員として大学の運営に関わった。
・令和６年度末の健康マイレージアプリ登録者数は、1,555名となり、健康経営支援
制度で活用した事も影響し、年度目標（1,500名）を達成することが出来た。

本計画の個別の施策に紐づく具体的な各取組については、概ね順調に進めること
ができた。成果指標では、「健都サポーター」の活動が活発化したことにより地域全
体の健康増進への取り組みがより広がった。さらに、「アプリdeウェルネス推進事業
の延べ参加者数」や「特定健診等の受診率」、「こころの健康づくり等に関する相談
窓口の周知回数」が増加し、市民の健康維持のためのサポート体制が充実している
ことが確認できた。これらを含め全指標の６割の指標において増加・改善傾向が見
られ、うち約2割が目標達成となった。一方、自分の体や日頃の生活習慣と向き合
う機会となる「がん検診受診率（胃がん）」や母子の健康に関する意識を図る「妊娠
中に喫煙した人の割合」などの約４割の指標においては悪化が見られた。

全庁体制で健康・医療の分野において様々な対策を行ったことや、継続的な健康・
医療事業活動を実施することはもとより、健康都市の実現に向け、積極的な情報発
信を行ったことで、継続的な健康・医療事業活動を実施することができ、市民のヘ
ルスリテラシーの向上や主体的な健康づくり活動が促され、「健康で生きがいを持て
る暮らしの充実」に寄与することができた。

各種健診などについて、周知や勧奨を行っているものの、個人の行動変容に至っておらず、
がん検診、特定健診及び特定保健指導など受診率等が横ばいとなり目標値との乖離が続い
ている。また、健都サポーターの育成やアプリの利用者などは順調に推移しており、活用を中
心とした段階への移行時期を見据えた対応が求められる。

引き続き、関係機関等と連携しつつ、健康都市大学や健都サポーターを核とした人
材育成・活用に取り組みつつ、各種健診等の受診しやすい環境づくりを進めるなど、
市民の主体的な健康活動の促進を図り、健康まちづくりを推進する。今後の方向性

反省点・課題

取組実績

成果

総合計画
推進への
寄与度

別紙のとおり

目標値現状値
実績値
（R5）単位

成果指標名



健康まちづくり計画　成果指標及び実績

現状値 実績値 実績値 実績値 目標値
R3 R5 R6 R7 R8

健都サポーターの育成人数
（人）

健康政策課 ― 64 79 200

アプリdeウェルネス推進事業の
延べ参加者数（人）

健康政策課 ― 1,123 2,678 4,000

学校給食における地場産物使
用割合（％）

教育総務課 29.7 28.1 29.0 38.0

市民を対象とした料理講習会の
開催回数（回）

健康政策課 2 5 5 5

３歳児健康診査で虫歯のない子
どもの割合（％）

子ども総合支
援課

87.7 91.7 89.6 90.0
亀山市３歳児健
康診査

歯周病検診受診率（全体）（％） 健康政策課 9.5 8.3 7.8 15.0
亀山市歯周病検
診

本市の自殺死亡率（人口10万
対）

健康政策課 16.1 20.2 14.2 9.8以下

自殺の統計：地域
における自殺の基
礎資料（厚生労働
省）

こころの健康づくり等に関する相
談窓口の周知回数（回）

健康政策課 4 4 9 8
健康づくりのてび
き、HP、広報、
LINE

妊娠中に喫煙した人の割合
（％）

子ども総合支
援課

1.2 0.4 1.7 0

25.1 25.9 22.5 31.0

25.9 26.2 24.7 27.5

24.9 26.8 25.0 26.0

特定健診の受診率（％） 市民課 37.3
29.7
(R6.3.31
現在）

42.8
(R7.3.31
現在）

65
亀山市国民健康
保険被保険者

特定保健指導実施率（％） 市民課 27.8
19.7
(R6.3.31
現在）

22.2
(R7.3.31
現在）

60
亀山市国民健康
保険被保険者

ちょこボラ実施団体数（団体） 地域福祉課 3 4 5 6

地域リハビリテーション活動支援
事業回数（累計）

地域福祉課 13 14 11 25

かめやまホームケアネット延べ
登録者数（人）

地域医療課 172 232 242 350

救急搬送の受入率（％） 消防総務課 35.6 34.5 37.7 40

救急医療の相談窓口の周知回
数（回）

健康政策課 12 12 12 15

MR（麻しん・風しん混合ワクチ
ン）Ⅱ期接種率（％）

子ども総合支
援課

97.8 96.8 95.9
現状
維持

項　目（単位） 担当課名
年度

参考

がん検診受診率（％） 健康政策課

胃がん

肺がん

大腸がん



1 健康都市の推進

(１)ヘルスリテラシーの向上

年 度 計 画 評 価 方向性 年 度 計 画
年 度 末 実 績

（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
評 価 課 題 ・ 問 題 点 方 向 性 年 度 計 画 年 度 計 画

①
健康文化の
醸成

健康都市の考え方の浸透と、市民一人
ひとりの主体的な健康づくり活動の意
識付けを図るため、体系的な学びと実
践の拠点となる健康都市大学を創設
し、その運営に取り組みます。

令和５年１０月に「かめやま健康都市
大学」を創設します。創設イベントを
行い、市民に対し周知・啓発を行うと
ともに、健康・食・運動・健康都市の
４つの分野のシリーズ講座を実施しま
す。

【開校】
・かめやま健康都市大
学の創設に関する市民
への周知
・創設式の開催
・「健康」「食」「運
動」「健康都市」の４
つのコース講座を開講
（１０月～２月）
・令和５年度修了式の
開催
・（仮称）健都サポー
ターの位置付け検討

順調 継続

・かめやま健康都市大学
第二期の開校講座に関す
る市民への周知
・スタートイベントの周
知
・「健康」「食」「運
動」「健康都市」の４つ
のコース講座を開講（7
月～3月）
・令和６年度修了式の開
催
・健都サポーターの活用

令和6年7月にかめやま健康都市大学
第二期を開講し、のべ227名の受講生
が３つの選択コースに分かれて受講
した。うち151名が修了し、健都サ
ポーター育成人数は79名となった。
健都サポーターは、健康都市大学の
存続や発展のため、地域で必要な
「健康を支える人材」についての検
討や食生活改善推進協議会やセルフ
ケアフード協議会等と連携して「か
めやま健康レシピ」を作成するなど
主体的に活動したり、年間を通し
て、開講当日の係員として大学の運
営に関わった。

順調
引き続き、かめやま健康都市大学の運営を行
うとともに、健都サポーターの主体的な活動
に対する支援を行う必要がある。

継続

・かめやま健康都市大学
の開校講座に関する市民
への周知
・令和７年度開校式の開
催
・「健康」「食」「運
動」「健康都市」の４つ
のコース講座を開講（５
月～２月）
・令和７年度修了式の開
催
・（仮称）健都サポー
ターの活用

・かめやま健康都市大学
の開校講座に関する市民
への周知
・令和８年度開校式の開
催
・「健康」「食」「運
動」「健康都市」の４つ
のコース講座を開講（５
月～２月）
・令和８年度修了式の開
催
・（仮称）健都サポー
ターの活用

①
健康文化の
醸成

健康都市連合日本支部との連携を深め
ることで、先進的な取り組みを学びな
がら、本市の健康施策の充実に向けた
研究を進めます。

ＷＨＯが提唱する健康都市とは、「健
康を支える物的および社会的環境を創
り、向上させ、そこに住む人々が相互
に支えあいながら生活する機能を最大
限に活かすことのできるように、地域
の資源をつねに発展させる都市」であ
り、この「健康都市」と呼ばれる概念
を主軸とし、自治体とその他の機関か
ら構成する健康都市連合日本支部の会
員の間において、相互交流を行うこと
で、様々な健康問題の課題解決を図っ
ていきます。

・健康都市連合日本支
部総会及び大会への参
加（各自治体等の活動
発表による知識習得及
び交流）
・健康都市連合及び日
本支部加盟自治体間の
情報共有と交流
・健康都市とＳＤＧｓ
をテーマとするセミ
ナーへの参加

順調 継続

・健康都市連合日本支部
総会及び大会への参加
（各自治体等の活動発表
による知識習得及び交
流）
・健康都市連合及び日本
支部加盟自治体間の情報
共有と交流
・プラネタリーヘルスに
ついての市民への周知

健康都市連合日本支部大会に市民団
体とともに参加し加盟都市同士の交
流及び知識習得を行った。
加盟都市と健康マイレージ景品を通
じた地域間連携を実施した。
プラネタリーヘルスを題材とした講
座をかめやま健康都市大学で開講す
ることで受講生への周知を図った。

順調

真の健康都市の実現に向けたキーパーソンで
ある「健都サポーター」に今後も健康都市連
合日本支部大会への参画を促し、一層のヘル
スリテラシーの向上を図り、地域への影響力
の発揮へと転換する必要がある。
健康都市大学の分野拡大を視野に、健康都市
を目指すためにプラネタリーヘルス等の環境
分野やまちづくり分野などを含む講座を計画
する必要がある。

継続

・健康都市連合日本支部
総会及び大会への参加
（各自治体等の活動発表
による知識習得及び交
流）
・健康都市連合及び日本
支部加盟自治体間の情報
共有と交流
・健康都市とＳＤＧｓを
テーマとするセミナーへ
の参加

・健康都市連合日本支部
総会及び大会への参加
（各自治体等の活動発表
による知識習得及び交
流）
・健康都市連合及び日本
支部加盟自治体間の情報
共有と交流
・健康都市とＳＤＧｓを
テーマとするセミナーへ
の参加

②

健康に関す
るトータル
サポートの
強化

健康に関する情報を市民のニーズに
沿った提供が行えるよう、健康に関す
るポータルサイト「かめやま健康な
び」の充実を図るとともに、ＬＩＮＥ
を活用した積極的な情報発信に取り組
みます。

健康・食・運動などに関する情報を一
元的に発信する健康ポータルサイト
「かめやま健康なび」で積極的な情報
発信に取り組みます。
また、LINE公式アカウントでの通知や
市広報紙で記事を連載するなど多様な
媒体を活用することで、より効果的な
情報発信になるよう努めます。

・健康ポータルサイト
の運用
・健康ポータルサイト
の掲載内容の整理
・LINE公式アカウント
での情報発信
・健康ポータルサイト
等「かめやま健康な
び」の周知啓発
・市公式LINEへの統合
・広報版「かめやま健
康なび」の活用

順調 継続

・健康ポータルサイトの
運用
・健康ポータルサイトの
掲載内容の拡充
・LINE公式アカウントで
の情報発信
・健康ポータルサイト等
「かめやま健康なび」の
周知啓発
・広報版「かめやま健康
なび」の活用

健康ポータルサイト「健康なび」を
定期的に更新したり、広報版「かめ
やま健康なび」を連載するなど、
様々な媒体を通じた効果的な情報発
信ができた。また単純接触効果を発
揮するため、LINEでの情報発信手法
を見直し、発信に定期性（毎週水曜
日正午発信）を持たせた。

順調

次年度から広報版「かめやま健康なび」の掲
載回数が隔月となるため、情報発信の内容の
強化が必要である。また、健康ポータルサイ
ト等「かめやま健康なび」の周知方法を見直
し、認知度を高める必要がある。

継続

・健康ポータルサイトの
運用
・健康ポータルサイトの
掲載内容の拡充
・LINE公式アカウントで
の情報発信
・健康ポータルサイト等
「かめやま健康なび」の
周知啓発
・広報版「かめやま健康
なび」の活用

・健康ポータルサイトの
運用
・健康ポータルサイトの
掲載内容の拡充
・LINE公式アカウントで
の情報発信
・健康ポータルサイト等
「かめやま健康なび」の
周知啓発
・広報版「かめやま健康
なび」の活用

③
健康教育の
推進

妊産婦とその家族が、健全な妊娠・出
産・育児ができるようサポートすると
ともに、母子健康手帳交付時や母子保
健教室等の機会を活用し、ライフス
テージに応じた健康教育及び健康相談
等を行います。

妊娠の届出や各種教室の参加を促し、
妊娠・出産子育てに関する相談に応じ
るとともに、必要な情報提供に努めま
す。

周知啓発の実施
　・母子健康手帳交付
時
　・育児相談
　・パパママ教室
　・乳児全戸訪問
　・離乳食教室
　・２歳児歯科保健教
室
　・転入時ウエルカム
サービス　等

順調 継続

周知啓発の実施
　・母子健康手帳交付時
　・育児相談
　・パパママ教室
　・乳児全戸訪問
　・離乳食教室
　・２歳児歯科保健教室
　・転入時ウエルカム
サービス　等

妊娠の届出時等に各種教室の案内を
行った。また妊娠・出産子育てに関
する様々な相談を受けるとともに状
況に応じた情報提供に努めた。
　・母子健康手帳交付　   298人
  ・育児相談　      　   423人
　・パパママ教室　  　   48組
　・乳児全戸訪問　　     332人
　・離乳食教室　　        44人
　・２歳児歯科保健教室　　91人
　・転入時ウエルカムサービス155人
等

順調

今後も妊娠の届出時等に核家族化や育児の孤
立化・子どもの貧困等を取り上げ、子育てや
育児ストレスを抱える人等に各種教室や育児
相談など気軽に相談出来る場所があることを
周知し、ニーズに応じた情報提供を行ってい
く必要がある。

継続

周知啓発の実施
　・母子健康手帳交付時
　・育児相談
　・パパママ教室
　・乳児全戸訪問
　・離乳食教室
　・２歳児歯科保健教室
　・転入時ウエルカム
サービス　等

周知啓発の実施
　・母子健康手帳交付時
　・育児相談
　・パパママ教室
　・乳児全戸訪問
　・離乳食教室
　・２歳児歯科保健教室
　・転入時ウエルカム
サービス　等

施策の方向：

取組概要

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

施 策 の 方 向
担当課Ｇ

健康政策課
健康都市推
進Ｇ

健康政策課
健康都市推
進Ｇ

具体的取組
（Ｒ５－Ｒ８）

取組部署

施策大綱  ：

健康政策課
健康都市推
進Ｇ

子ども未来
課　母子保
健Ｇ

1



1 健康都市の推進

(１)ヘルスリテラシーの向上

年 度 計 画 評 価 方向性 年 度 計 画
年 度 末 実 績

（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
評 価 課 題 ・ 問 題 点 方 向 性 年 度 計 画 年 度 計 画

③
健康教育の
推進

乳幼児・学童期から、子どもたちが健
康に関する知識を身に付け健康の大切
さを学び、ライフステージに合わせた
望ましい生活習慣の実践に取り組める
よう、園や学校等と連携した健康教育
の充実を図ります。

園や子育て支援センターと連携し、年
齢や季節等に応じた情報提供に努めて
いきます。

周知啓発の実施
　・子育て支援セン
ターでの健康教育
　・離乳食教室
　・妊婦教室　等

順調 継続

周知啓発の実施
　・子育て支援センター
での健康教育
　・離乳食教室
　・妊婦教室　等

関係機関と連携し、年齢や季節等に
応じた情報提供に努めた。
・子育て支援センターでの健康教育
（ぽっぽクラブ）　20組
　・離乳食教室　　44人
　・妊婦教室　　  27人

順調
今後も継続し、園や子育て支援センターと連
携し情報提供を行う必要がある。

継続

周知啓発の実施
　・子育て支援センター
での健康教育
　・離乳食教室
　・妊婦教室　等

周知啓発の実施
　・子育て支援センター
での健康教育
　・離乳食教室
　・妊婦教室　等

③
健康教育の
推進

乳幼児・学童期から、子どもたちが健
康に関する知識を身に付け健康の大切
さを学び、ライフステージに合わせた
望ましい生活習慣の実践に取り組める
よう、園や学校等と連携した健康教育
の充実を図ります。

学活・家庭科・ほけん・保健体育等の
授業を通じて健康に関する知識を高め
る。

各授業で健康について
の大切さ等を学ぶ授業
の実施

順調 継続

各授業で健康についての
大切さ等を学ぶ授業の実
施

教育活動全体において生活習慣の指
導や学級活動、家庭科、保健、保健
体育科の学習においては、年間を通
じて健康の大切さを学ぶ授業を行う
よう指導資料の提供を行った。

順調
児童生徒の家庭での生活習慣の変化など様々
な意見に対応する授業展開や指導等を研究し
ていく必要がある。

継続

各授業で健康についての
大切さ等を学ぶ授業の実
施

各授業で健康についての
大切さ等を学ぶ授業の実
施

③
健康教育の
推進

若い世代が、生活習慣病の予防や早期
発見のための正しい情報をもとに自身
の健康づくりに取り組むきっかけとな
るように、情報発信や啓発活動を充実
します。

子供・若者が自ら心身の健康に関心を
持ち、正しい知識を得ることで、生涯
に渡って健康の維持・向上に取り組め
るよう、健康に関する様々な情報をイ
ンターネットやＳＮＳを用いて発信し
ます。
また、若い世代の目に止まるような効
果的なチラシ等を作成し、二十歳の集
いなど若い世代が参加するイベントで
配布することで、若年層の健康への関
心度の向上に取り組みます。

・LINE公式アカウント
での情報発信
・健康ポータルサイト
での情報発信
・若年層を対象とした
イベントでのチラシ等
配布

順調 継続

・LINE公式アカウントで
の情報発信
・健康ポータルサイトで
の情報発信
・若年層を対象としたイ
ベントでのチラシ等配布

LINE公式アカウントでの情報発信
（67回）や健康ポータルサイトで
様々な媒体を通じた情報発信を行っ
た。
子育て世代の参加も多い市民体力テ
ストでチラシを配布した。

順調

引き続き若年層への情報発信を様々な媒体で
行うことが必要であることに加え、若い世代
に効果がある媒体や手法を研究する必要があ
る。

継続

・LINE公式アカウントで
の情報発信
・健康ポータルサイトで
の情報発信
・若年層を対象としたイ
ベントでのチラシ等配布

・LINE公式アカウントで
の情報発信
・健康ポータルサイトで
の情報発信
・若年層を対象としたイ
ベントでのチラシ等配布

③
健康教育の
推進

若い世代が、生活習慣病の予防や早期
発見のための正しい情報をもとに自身
の健康づくりに取り組むきっかけとな
るように、情報発信や啓発活動を充実
します。

健康づくりのてびきや広報等へ、生活
習慣病の予防や自身の健康づくりに取
り組むきっかけとなるように、情報発
信や普及啓発を行います。

健康づくりのてびき、
広報等での情報発信

順調 継続
健康づくりのてびき、広
報等での情報発信

健康づくりのてびきや広報等を通じ
て健康づくりに関する情報発信を
行った。

順調

さらに、若い世代の多くの人にとって自身の
健康づくりに取り組むきっかけとなるように
健康づくりのてびきや広報等を通じて情報発
信、普及啓発をっていく。

継続
健康づくりのてびき、広
報等での情報発信

健康づくりのてびき、広
報等での情報発信

④
読書を通じ
た豊かな心
づくり

乳幼児期から本に親しむことができる
よう、絵本の無料配布（ブックスター
ト事業）や乳児全戸訪問等で、保護者
と乳児・幼児に対し絵本の読み聞かせ
の大切さを啓発します。

ブックスタート事業として絵本の無料
配布を実施し、その案内に市での絵本
に親しむための取組みを紹介します。

・ブックスタート事業
の実施
・ブックスタート事業
案内に地域子育て支援
センターや図書館での
読書に関するイベント
を紹介

順調 継続

・ブックスタート事業の
実施
・ブックスタート事業案
内に地域子育て支援セン
ターや図書館での読書に
関するイベントを紹介

ブックスタート事業として絵本の無
料配布を年348冊配布。ブックスター
トの案内チラシにおいて、地域子育
て支援センターでの読み聞かせイベ
ントや図書館サテライト等のイベン
トの紹介を行った。

順調
保護者と乳幼児に対し絵本の読み聞かせの大
切さを啓発するには継続した取り組みが必要
である。

継続

・ブックスタート事業の
実施
・ブックスタート事業案
内に地域子育て支援セン
ターや図書館での読書に
関するイベントを紹介

・ブックスタート事業の
実施
・ブックスタート事業案
内に地域子育て支援セン
ターや図書館での読書に
関するイベントを紹介

④
読書を通じ
た豊かな心
づくり

乳幼児期から本に親しむことができる
よう、絵本の無料配布（ブックスター
ト事業）や乳児全戸訪問等で、保護者
と乳児・幼児に対し絵本の読み聞かせ
の大切さを啓発します。

赤ちゃん訪問や新生児訪問時にブック
スタートパックの引換券を直接渡し、
絵本の読み聞かせの大切さを伝える機
会とします。

乳児全戸訪問時での啓
発

順調 継続 乳児全戸訪問時での啓発

助産師・保健師から赤ちゃん訪問や
新生児訪問時にブックスタートパッ
クの引換券を直接渡し、絵本の読み
聞かせの大切さを伝えることが出来
た。332人

順調

赤ちゃんの親世代の本に対する考え方がこれ
までとは異なることが考えれるため、今後も
助産師・保健師から読書により、子どもが言
葉を学ぶことや、表現力を高めること、想像
力を豊かにすることなど、直接伝えることが
必要である。

継続 乳児全戸訪問時での啓発 乳児全戸訪問時での啓発

子ども未来
課　母子保
健Ｇ

健康政策課
健康づくり
Ｇ

子ども未来
課　子育て
サポートＧ

学校教育課
教育支援Ｇ

子ども未来
課　母子保
健Ｇ

健康政策課
健康都市推
進Ｇ

施策大綱  ：

施策の方向：

施 策 の 方 向

取組部署

取組概要
具体的取組

（Ｒ５－Ｒ８）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

担当課Ｇ
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1 健康都市の推進

(１)ヘルスリテラシーの向上

年 度 計 画 評 価 方向性 年 度 計 画
年 度 末 実 績

（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
評 価 課 題 ・ 問 題 点 方 向 性 年 度 計 画 年 度 計 画

④
読書を通じ
た豊かな心
づくり

保育所、幼稚園、認定こども園及び小
学校において、引き続き「かめやまし
ファミリー読書リレー」「かめやま読
書チャレンジ」に取り組みます。

保育園、幼稚園、認定こども園及び小
学校において、引き続き「かめやまし
ファミリー読書リレー」「かめやま読
書チャレンジ」に取り組み、読書を通
じて、豊かな心を育む。

・「かめやまファミ
リー読書リレー」の継
続取組
・「かめやま読書チャ
レンジ」の継続取組

順調 継続

・「かめやまファミリー
読書リレー」の継続取組
・「かめやま読書チャレ
ンジ」の継続取組

市内公立幼稚園4園と小学校11校にお
いて「かめやましファミリー読書リ
レー」の継続した取組と市内保育
園、幼稚園、認定こども園の3歳児、
小学校全学年を対象に「かめやま読
書チャレンジ」に継続した取組を
行った。

順調
「かめやま読書チャレンジ」は高学年の取組
が少ないことが課題となっている。

継続

・「かめやまファミリー
読書リレー」の継続取組
・「かめやま読書チャレ
ンジ」の継続取組

・「かめやまファミリー
読書リレー」の継続取組
・「かめやま読書チャレ
ンジ」の継続取組

④
読書を通じ
た豊かな心
づくり

読書を楽しみながら、豊かな暮らしを
送れるよう、新図書館の機能を活用し
た取り組みを進めます。

図書館を知ってもらい、本に対しての
興味を持ってもらうために、図書館イ
ベントの開催や職場体験等の受入を積
極的に行う。また、開催時等におい
て、本等の情報の紹介活動を行い、本
に親しむ機会を提供する。

・図書館職員によるよ
みきかせ会などの開催
・図書館や読書への興
味関心につなげる機会
の提供

順調 継続

・図書館職員によるよみ
きかせ会などの開催
・図書館や読書への興味
関心につなげる機会の提
供

保育園・幼稚園を訪問し、絵本の読
み聞かせや手遊びを行うことで、子
どもたちが絵本に興味を持ち、関心
を深めることができた。
実施回数：24回
行政連携や市民活動団体との共催イ
ベントを開催し、関連図書展示等を
通じて、本に親しむ場を提供するこ
とができた。

順調

子ども向けのイベント開催の割合が多いた
め、大人向けの内容を増やしつつあるが、幅
広い世代に楽しんでもらえる内容を考える必
要がある。また、効果的な周知方法につい
て、再検討し、周知拡大に努める必要があ
る。

継続

・図書館職員によるよみ
きかせ会などの開催
・図書館や読書への興味
関心につなげる機会の提
供

・図書館職員によるよみ
きかせ会などの開催
・図書館や読書への興味
関心に繋げる機会の提供

学校教育課
教育支援Ｇ

図書館

施策大綱  ：

施策の方向：

施 策 の 方 向

取組部署

取組概要
具体的取組

（Ｒ５－Ｒ８）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

担当課Ｇ
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1 健康都市の推進

(２)健康につながる環境づくりと活動促進

年 度 計 画 評 価 方向性 年 度 計 画
年 度 末 実 績

（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
評 価 課 題 ・ 問 題 点 方 向 性 年 度 計 画 年 度 計 画

①
市民の主体
的な健康づ
くりの推進

市民一人ひとりがやりがいを持って健
康づくりに取り組めるよう、スマート
フォンアプリを活用したアプリｄｅ
ウェルネス推進事業に取り組みます。

県が実施する三重とこわか健康マイ
レージ事業と連携した「かめやま健康
マイレージ事業」参加者の6割が高齢
者層であり、若年層（20～40歳代）の
参加が乏しいことから、ウォーキング
などを行うことで自動的にポイントが
付与されるスマートフォンアプリケー
ションを活用した施策へと転換を図
り、利用者一人ひとりが健康習慣を実
践できる環境を構築します。
また、併せて事業者の健康経営を支援
する制度を構築することで、幅広い世
代への事業参画を図り、市全体の健康
意識の向上等へつなげます。

【アプリ契約期間1/3
年】
・令和５年９月１日か
らApp Store及び
Google Playストアに
てアプリを公開
・まちづくり協議会や
シルバー人材センター
などと協力し、市民へ
周知
・他部署との政策間連
携の実施
・健康経営支援制度の
構築及び周知

順調 継続

【アプリ契約期間2/3
年】
・アプリを活用した
ウォークラリーや各種イ
ベントの実施
・まちづくり協議会やシ
ルバー人材センターなど
と協力し、市民へ周知
・他部署との政策間連携
の実施
・健康経営支援制度の周
知及び実施

令和６年度末の健康マイレージアプ
リ登録者数は、1,555名となり、健康
経営支援制度で活用した事も影響
し、年度目標（1,500名）を達成する
ことが出来た。
シルバー人材センターと協力してま
ちづくり協議会や高齢者への登録説
明会を実施し市民への周知を行っ
た。
政策間連携を行い他部署の行事等で
アプリ内ポイント付与を行った。

順調

さらなる利用者増を目指し、広く周知を行う
とともに、アプリ内コンテンツの充実や健康
経営支援事業所を増やすことによる若年層の
利用促進などを進める必要がある。
協定連携事業者等に協賛を募るなど、市単が
増加しない形で景品の充実を図る必要があ
る。
地域通貨の導入を含む機能拡大の検討を関係
部署と一層行う必要がある。

継続

【アプリ契約期間3/3
年】
・アプリを活用した
ウォークラリーや各種イ
ベントの実施
・他部署との政策間連携
の実施
・健康経営支援制度の実
施
・アプリｄｅウェルネス
推進事業の検証及び今後
の方向性の決定

・令和７年度に検証し、
決定した方向性のとおり
新たな展開の実施

①
市民の主体
的な健康づ
くりの推進

市民の身近な運動機会の確保を図るた
め、総合型地域スポーツクラブなどの
スポーツ団体やスポーツ推進委員と連
携し、健康づくりのためのスポーツ活
動を支援します。

総合型地域スポーツクラブや亀山市ス
ポーツ協会が実施する事業を広報支援
することにより市民の運動機会の確保
を図る。
また、スポーツ推進委員と連携し、
ニュースポーツ大会や市民体力テスト
を実施する。

・市民体力テスト、
ニュースポーツ大会の
実施
・総合型地域スポーツ
クラブの会員募集、イ
ベントの広報支援

順調 継続

・市民体力テスト、
ニュースポーツ大会の実
施
・総合型地域スポーツク
ラブの会員募集、イベン
トの広報支援

市民体力テストを5/6，6/28，10/14
に実施し、それぞれ、74人、49人、
117人の参加があった。また、ニュー
スポーツ大会を6/22，12/7に開催
し、それぞれ、45人、39人の参加が
あった。
　総合型地域スポーツクラブについ
ては、広報かめやまへの会員募集掲
載、イベント周知の掲載を行い、市
民の運動機会の確保を図った。

順調

　市民体力テストについては、リピーターが
増えつつあり、一定程度の参加者が見込める
ようになった。
　一方で、ニュースポーツ大会については、
参加者数が伸び悩んでいることから、誰もが
参加しやすいよう開催方法や周知方法の検討
などが必要である。

継続

・市民体力テスト、
ニュースポーツ大会の実
施
・総合型地域スポーツク
ラブの会員募集、イベン
トの広報支援

・市民体力テスト、
ニュースポーツ大会の実
施
・総合型地域スポーツク
ラブの会員募集、イベン
トの広報支援

①
市民の主体
的な健康づ
くりの推進

新型コロナウイルス感染症や新興感染
症等に負けない体づくりのため、健康
的な生活習慣に取り組めるよう進めま
す。

健康づくりのてびきや広報等へ、健康
的な生活習慣に取り組めるような内容
を掲載し、普及啓発を行います。

健康づくりのてびき、
広報等での情報発信

順調 継続
健康づくりのてびき、広
報等での情報発信

健康づくりのてびきや広報等を通じ
て健康づくりに関する情報発信を
行った。また、健康教室の際に普及
啓発を行った。

順調
引き続き、健康づくりのてびきや広報、健康
教室を通じて健康的な生活習慣に取り組める
ような知識や情報を周知していく。

継続
健康づくりのてびき、広
報等での情報発信

健康づくりのてびき、広
報等での情報発信

①
市民の主体
的な健康づ
くりの推進

身体活動や運動、運動習慣の大切さを
普及啓発します。

健康づくりのてびきや広報等へ、運動
習慣の大切さについて掲載し、普及啓
発を行います。

健康づくりのてびき、
広報等での情報発信

順調 継続
健康づくりのてびき、広
報等での情報発信

健康づくりのてびきや広報、健康教
室を通じて運動習慣の大切さについ
て普及啓発を行った。

順調
引き続き、健康づくりのてびきや広報、健康
教室を通じて運動習慣の大切さを普及啓発し
ていく。

継続
健康づくりのてびき、広
報等での情報発信

健康づくりのてびき、広
報等での情報発信

②
地域におけ
る健康活動
への支援

地域まちづくり協議会や自治会などの
地域と連携し、保健師等の専門職によ
る講座や学習会を実施することで、地
域主体の健康づくりへの支援を行いま
す。

地域まちづくり協議会や自治会などの
地域と連携し、保健師等の専門職によ
る講座等を実施し、地域主体の健康づ
くりへの支援を行います。

出前講座（かめやま出
前トーク）でのフレイ
ル予防の講話等の実施

順調 継続
出前講座（かめやま出前
トーク）でのフレイル予
防の講話等の実施

保健師が担当地区で出前講座を実施
し、フレイル予防の講話や健康づく
りに関する講話を実施した。

順調
引き続き、担当地区に出向き出前講座を実施
し、地域主体の健康づくり活動を把握し、支
援していく。

継続
出前講座（かめやま出前
トーク）でのフレイル予
防の講話等の実施

出前講座（かめやま出前
トーク）でのフレイル予
防の講話等の実施

健康政策課
健康都市推
進Ｇ

健康政策課
スポーツ推
進Ｇ

施策の方向：

令和６年度 令和７年度 令和８年度

施 策 の 方 向 取組概要
具体的取組

（Ｒ５－Ｒ８）

令和５年度

担当課Ｇ

施策大綱  ：

取組部署

健康政策課
健康づくり
Ｇ

健康政策課
健康づくり
Ｇ

健康政策課
健康づくり
Ｇ
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1 健康都市の推進

(２)健康につながる環境づくりと活動促進

年 度 計 画 評 価 方向性 年 度 計 画
年 度 末 実 績

（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
評 価 課 題 ・ 問 題 点 方 向 性 年 度 計 画 年 度 計 画

②
地域におけ
る健康活動
への支援

地域の健康活動への参画者と健康都市
連合日本支部の大会へ参加するなど、
先進的な取り組みを行う他の健康活動
を学ぶことで、地域主体の健康づくり
活動を促進します。

自治体とその他の機関から構成され、
ＷＨＯが提唱する健康都市を実現する
ために会員の間の相互交流を行うこと
で、様々な健康問題の課題解決を図っ
ていく健康都市連合日本支部の大会
（毎年開催）へ参加します。
また、大会において他の団体が行って
いる健康活動の取り組みなどを学び、
より良い取り組みにおいては自身の団
体へ反映させるなど地域の健康づくり
活動の活性化を図っていきます。

・健康都市連合日本支
部大会への参加
・各自治体や市民団体
等の活動発表による知
識習得
・健康都市連合日本支
部加盟自治体の関係市
民団体との情報交換や
交流

順調 継続

・健康都市連合日本支部
大会への参加
・各自治体や市民団体等
の活動発表による知識習
得
・健康都市連合日本支部
加盟自治体の関係市民団
体との情報交換や交流

健康都市連合日本支部大会［開催都
市：大阪府吹田市］にまちづくり協
議会代表者（４人）や食生活改善推
進協議会会員（５人）、健都サポー
ター（７人）とともに参加し、加盟
都市の市民団体と知識習得及び交流
を行った。

順調

真の健康都市の実現に向けたキーパーソンで
ある「健都サポーター」となる方により一層
の参画を促し、他地域と健康都市連合の活動
を共有・知識の習得を行うことで、自身の活
動である地域への影響力の発揮へとつなげる
必要がある。

継続

・健康都市連合日本支部
大会への参加
・各自治体や市民団体等
の活動発表による知識習
得
・健康都市連合日本支部
加盟自治体の関係市民団
体との情報交換や交流

・健康都市連合日本支部
大会への参加
・各自治体や市民団体等
の活動発表による知識習
得
・健康都市連合日本支部
加盟自治体の関係市民団
体との情報交換や交流

③

自然と健康
を意識でき
るまちづく
りの推進

職員の健康都市への理解を高めること
で、誰もが自然と健康活動をとりやす
くなるような事業推進に努めます。

ＷＨＯが提唱する「健康都市」を実現
するには、身体の健康増進だけを目的
に置くのではなく、市の複数の政策を
相互に関連づけて効果を発揮すること
が不可欠であるため、職員の健康都市
の考え方の理解を深める取り組みを実
施していきます。

・かめやま健康都市大
学開講講座の職員への
周知
・かめやま健康都市大
学健康都市コースへの
職員の受講
・他の政策目的を持つ
部署との連携調整
・スマートフォンアプ
リケーションを活用し
た政策間連携の実施
・幹部研修の実施
・職員研修の体系化協
議

順調 継続

・かめやま健康都市大学
開講講座の職員への周知
・かめやま健康都市大学
健康都市コースへの職員
の受講
・他の政策目的を持つ部
署との連携調整
・新規採用職員研修の実
施

健康都市大学開講については、庁内
掲示板で職員向けに周知を行い、職
員の受講につながった。また新規採
用職員向けに健康都市に関する研修
を行った。
健康都市大学内で「プラネタリーヘ
ルス」に関する講座を行い、環境課
関係団体へも参加を促し、連携を深
めることができた。

順調
職員の健康都市の考え方の理解を深めるた
め、全ての職員向け研修の実施や体系化を検
討する必要がある。

継続

・かめやま健康都市大学
開講講座の職員への周知
・かめやま健康都市大学
健康都市コースへの職員
の受講
・他の政策目的を持つ部
署との連携調整
・新規採用職員研修の実
施

・かめやま健康都市大学
開講講座の職員への周知
・かめやま健康都市大学
健康都市コースへの職員
の受講
・他の政策目的を持つ部
署との連携調整
・新規採用職員研修の実
施

健康政策課
健康都市推
進Ｇ

健康政策課
健康都市推
進Ｇ

施策の方向：

施 策 の 方 向

取組部署

取組概要
具体的取組

（Ｒ５－Ｒ８）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

担当課Ｇ

施策大綱  ：
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2 健やかな生活習慣の定着

(１)食育の推進

年 度 計 画 評 価 方向性 年 度 計 画
年 度 末 実 績

（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
評 価 課 題 ・ 問 題 点 方 向 性 年 度 計 画 年 度 計 画

①

健康な体を
つくる幼少
期からの食
習慣の形成

保育所、幼稚園、認定こども園で「生
活習慣チェックシート」を活用し、
「早寝・早起き・朝ごはん」といった
基本的な生活習慣や、運動習慣が身に
つくよう取り組むとともに、旬の食材
の情報発信を「かめやま子育てＬＩＮ
Ｅ」等を通じて行い、幼少期からの食
育を推進します。

三重県が実施する「就学前の子ども向
け生活習慣チェックシート」を保育
所、幼稚園、認定こども園において実
施し、生活習慣の定着を図ります。ま
た、「かめやま子育てＬＩＮＥ」によ
り旬の食材の情報やレシピを情報発信
します。

・三重県の「就学前の
子ども向け生活習慣
チェックシート」の実
施（年３回）
・「かめやま子育てＬ
ＩＮＥ」による旬の食
材の情報やレシピの情
報発信

順調 継続

・三重県の「就学前の子
ども向け生活習慣チェッ
クシート」の実施（年３
回）
・「亀山市公式LINE」に
よる旬の食材の情報やレ
シピの情報発信

保育所、幼稚園、認定こども園にお
いて、三重県の「就学前の子ども向
け生活習慣チェックシート」を年３
回実施し生活習慣の定着を図った。
令和６年４月より「亀山市公式
LINE」を活用し、旬の食材情報やレ
シピの情報発信を年２回発信し幼少
期からの食育の推進を図った。

順調

基本的な生活習慣の定着のためには継続した
取り組みが必要である。
引き続き「亀山市公式LINE」を活用し、情報
発信を行っていく。

継続

・三重県の「就学前の子
ども向け生活習慣チェッ
クシート」の実施（年３
回）
・「亀山市公式LINE」に
よる旬の食材の情報やレ
シピの情報発信

・三重県の「就学前の子
ども向け生活習慣チェッ
クシート」の実施（年３
回）
・「亀山市公式LINE」に
よる旬の食材の情報やレ
シピの情報発信

①

健康な体を
つくる幼少
期からの食
習慣の形成

食育月間（６月）や食育の日（毎月１
９日）の機会を捉え、市の広報やホー
ムページなどの媒体を活用した情報周
知や、料理教室などの食に関する学び
と実践の機会を通じて、家庭や地域で
の「食育」の普及啓発を行います。

広報やホームページでの情報提供や料
理教室などの食に関する学びの場を提
供し、家庭や地域での「食育」の普及
を行う。

・健康づくりのてび
き、広報等での情報発
信
・料理教室での食育の
啓発

順調 継続

・健康づくりのてびき、
広報等での情報発信
・料理教室での食育の啓
発

６月の食育月間に合わせて広報にて
食育についての記事を掲載した。
市民伝達講習会を５回実施、計９９
人の参加があり、食育の普及ができ
た。

順調
引き続き、情報発信や食育の機会の提供を行
い、食育の普及啓発を行っていく。

達成

・健康づくりのてびき、
広報等での情報発信
・料理教室での食育の啓
発

・健康づくりのてびき、
広報等での情報発信
・料理教室での食育の啓
発

①

健康な体を
つくる幼少
期からの食
習慣の形成

食育月間（６月）や食育の日（毎月１
９日）の機会を捉え、市の広報やホー
ムページなどの媒体を活用した情報周
知や、料理教室などの食に関する学び
と実践の機会を通じて、家庭や地域で
の「食育」の普及啓発を行います。

給食・食育だより等の定期的な発行や
保護者会等の場を活用し、啓発を図っ
ていく。

・給食・食育だより等
の発行（年3回）
・保護者会等で家庭に
おける食育の普及啓発

順調 継続

・給食・食育だより等の
発行（年3回）
・保護者会等で家庭にお
ける食育の普及啓発

・給食・食育だより等を年3回発行
し、家庭での食育の啓発を図った。
・保護者会等で家庭における食育の
普及啓発を図った。

順調
・家庭における食育の普及啓発を図るため
に、食育・給食だより等を活用した啓発を定
期的に継続していく必要がある。

継続

・給食・食育だより等の
発行（年3回）
・保護者会等で家庭にお
ける食育の普及啓発

・給食・食育だより等の
発行（年3回）
・保護者会等で家庭にお
ける食育の普及啓発

①

健康な体を
つくる幼少
期からの食
習慣の形成

園や学校において、保護者へのたより
や「生活科」「総合的な学習の時
間」、地域の生産者との交流機会など
を通じて、子どもや子育て世代に対す
る「食育」やその大切さに関する意識
啓発に取り組みます。

各校で、「生活科」「総合的な学習の
時間」と連携した食育の授業等を行
い、児童生徒の食育推進を行う。

各校における「生活
科」「総合的な学習の
時間」と連携した食育
の授業等の実施

順調 継続

各校における「生活科」
「総合的な学習の時間」
と連携した食育の授業等
の実施

学級活動、生活科や総合的な学習の
時間の年間指導計画に食育の指導を
位置付けさせた。年間2回程度の食育
の授業を行った。

順調
学校の地域性や特色に応じた食育を行ってい
く必要がある。

継続

各校における「生活科」
「総合的な学習の時間」
と連携した食育の授業等
の実施

各校における「生活科」
「総合的な学習の時間」
と連携した食育の授業等
の実施

①

健康な体を
つくる幼少
期からの食
習慣の形成

園や学校において、保護者へのたより
や「生活科」「総合的な学習の時
間」、地域の生産者との交流機会など
を通じて、子どもや子育て世代に対す
る「食育」やその大切さに関する意識
啓発に取り組みます。

保育所等における給食やおやつを通じ
て、幼少期から、食べることの楽しさ
や基本的な食事のマナーなどについて
学ぶことにより、「食育」の大切さの
意識付けを行います。

・指導計画に基づく各
年齢児に応じた食習慣
形成のための意識啓発
・保護者への食育だよ
りの発行

順調 継続

・指導計画に基づく、各
年齢児に応じた食習慣形
成のための意識啓発
・保護者への食育だより
の発行

保育所等における給食（昼食・間
食）を通じて、共食の楽しさや食事
マナーを知るなど、食育の推進に努
めた。
毎月発行する食育だよりにて保護者
に情報提供することで、食育の推進
を図った。

順調
食育の重要性について意識付けを行うために
は継続した取り組みが必要である。

継続

・指導計画に基づく、各
年齢児に応じた食習慣形
成のための意識啓発
・保護者への食育だより
の発行

・指導計画に基づく、各
年齢児に応じた食習慣形
成のための意識啓発
・保護者への食育だより
の発行

①

健康な体を
つくる幼少
期からの食
習慣の形成

正しい食生活についての普及啓発や生
活習慣病の予防等、関係機関と連携
し、食を通じた健康づくりに取り組み
ます。

料理講習会で、健康づくりのためのレ
シピを紹介するとともに、食を通じた
健康づくりについて啓発する機会を提
供する。

・ファミリークッキン
グの実施（小学生とそ
の親を対象　8月実
施）
・ファミリークッキン
グについてホームペー
ジ等での情報発信

順調 継続

・ファミリークッキング
の実施（小学生とその親
を対象　8月実施）
・ファミリークッキング
についてホームページ等
での情報発信

8月にファミリークッキング実施し
た。大人12人子ども17人の参加が
あった。正しい食生活についての普
及啓発や生活習慣病の予防等、関係
機関と連携し、食を通じた健康づく
りに取り組んだ。レシピはホーム
ページで情報発信を行った。

順調
幼少期からの食習慣の形成を図るために、料
理講習会を活用した食育の推進を継続してい
く必要がある。

継続

・ファミリークッキング
の実施（小学生とその親
を対象　8月実施）
・ファミリークッキング
についてホームページ等
での情報発信

・ファミリークッキング
の実施（小学生とその親
を対象　8月実施）
・ファミリークッキング
についてホームページ等
での情報発信

施 策 の 方 向

令和６年度 令和７年度 令和８年度

施策大綱  ：

施策の方向：

取組概要
具体的取組

（Ｒ５－Ｒ８）

令和５年度

担当課Ｇ

健康政策課
健康づくり
Ｇ

学校教育課
教育支援Ｇ

取組部署

健康政策課
健康づくり
Ｇ

教育総務課
保健給食Ｇ

子ども未来
課　子ども
総務Ｇ

子ども未来
課　子育て
サポートＧ
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2 健やかな生活習慣の定着

(１)食育の推進

年 度 計 画 評 価 方向性 年 度 計 画
年 度 末 実 績

（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
評 価 課 題 ・ 問 題 点 方 向 性 年 度 計 画 年 度 計 画

①

健康な体を
つくる幼少
期からの食
習慣の形成

園や学校において、食物アレルギーに
ついての保護者からの相談に応じ、必
要な対応に取り組みます。

栄養教諭等及び管理栄養士が、食物ア
レルギーをもつ児童の保護者と、定期
的な面談行う。また、必要に応じて、
毎月の献立の食材等を確認しながら、
給食の提供を行う。

栄養教諭等及び管理栄
養士による食物アレル
ギーをもつ児童の保護
者との定期的な面談の
実施

順調 継続

栄養教諭等及び管理栄養
士による食物アレルギー
をもつ児童の保護者との
定期的な面談の実施

食物アレルギーをもつ児童及び生徒
の保護者と、定期的な面談を実施
し、安全安心な学校給の提供を行っ
た。また、アレルゲンの少ないメ
ニューの組み合わせや食材の検討を
行った。

順調

食物アレルギーを有する児童生徒への除去食
対応について、対象児のアレルゲンや献立の
組み合わせにより、家庭弁当の持参もお願い
することがあり、保護者の理解が必要とな
る。

継続

栄養教諭等及び管理栄養
士による食物アレルギー
をもつ児童の保護者との
定期的な面談の実施

栄養教諭等及び管理栄養
士による食物アレルギー
をもつ児童の保護者との
定期的な面談の実施

①

健康な体を
つくる幼少
期からの食
習慣の形成

園や学校において、食物アレルギーに
ついての保護者からの相談に応じ、必
要な対応に取り組みます。

保育所等における給食やおやつを通じ
て、幼少期から、食習慣の形成など食
育の推進を図ります。また、食物アレ
ルギーのある園児の給食については、
個々に応じた食物アレルギー対応食の
提供を行います。

・指導計画に基づく各
年齢児に応じた食習慣
の形成などの食育の推
進
・給食内容等に関する
ホームページでの情報
提供

順調 継続

・指導計画に基づく各年
齢児に応じた食習慣の形
成などの食育の推進
・給食内容等に関する
ホームページでの情報提
供

食物アレルギーのある園児につい
て、医師の記載した管理指導票に基
づき、個々に応じた対応食（除去食
又は代替食）の提供を行った。
市ホームページにて食育だよりの掲
載や使用食材の産地を公表するな
ど、情報提供を行った。

順調
健康的な食習慣を形成するためには幼少期か
ら継続した意識啓発が必要である。

継続

・指導計画に基づく各年
齢児に応じた食習慣の形
成などの食育の推進
・給食内容等に関する
ホームページでの情報提
供

・指導計画に基づく各年
齢児に応じた食習慣の形
成などの食育の推進
・給食内容等に関する
ホームページでの情報提
供

②
食文化の継
承

家庭や飲食店などに対し、食品ロス削
減につながる効果的な意識啓発や情報
提供を検討・実施します。

10月の食品ロス削減月間に合わせて、
広報かめやまやマイタウンかめやま等
にて啓発活動を行う。
令和4年10月１日にサービスを開始し
ている「タベスケ」の周知を行う。

10月の食品ロス削減月
間に合わた広報等での
周知啓発

順調 継続
10月の食品ロス削減月間
に合わた広報等での周知
啓発

10月の食品ロス削減月間の時期、忘
年会や歓送迎会の時期に合わせて、
広報かめやまや市公式LINE等で食品
ロス削減の啓発を行った。また、食
品ロス削減に関する出前トークを3回
実施した。

順調

広報等の啓発内容等がマンネリ化しないよ
う、内容等を工夫しながら、今後も効果的な
意識啓発や情報提供を行っていく。県や学校
等と協力し、積極的な啓発に努める。

継続
10月の食品ロス削減月間
に合わた広報等での周知
啓発

10月の食品ロス削減月間
に合わた広報等での周知
啓発

②
食文化の継
承

市民等が地域の食材や郷土料理、行事
食などで触れる機会を提供するため、
食育を推進する地域の組織を育成する
とともに、関係団体を支援します。

市民等が地域の食材や郷土料理、行事
食などで触れる機会を提供するため、
食育を推進する地域の組織を育成する
とともに、関係団体を支援します。

・関係団体への支援
（補助金）

順調 継続
・関係団体への支援（補
助金）

亀山市食生活改善推進協議会に対し
て補助金を支払い支援した。

順調
補助金の対象経費の執行が適正かどうか判断
し、今後も交付する必要がある。

継続
・関係団体への支援（補
助金）

・関係団体への支援（補
助金）

②
食文化の継
承

若者や女性を中心に幅広い世代への農
業等の体験を支援し、市民の関心を高
めることで食文化の継承につなげま
す。

ホームページ等で、市民農園の周知や
利用者の募集を行うとともに、インス
トラクターによる営農指導により、野
菜づくり技術の普及を図ることで、食
への関心を高めます。

・ホームページ等によ
る周知
・インストラクターに
よる営農指導

順調 継続

・ホームページ等による
周知
・インストラクターによ
る営農指導

ホームページで利用者の募集を行
い、令和６年度末では５０区画全て
が利用された。またインストラク
ターの営農指導も計１２回実施さ
れ、野菜づくり技術の普及を図るこ
とで、食への関心を高めることがで
きた。

順調
引き続きホームページ等での募集を行うとと
もに、インストラクターによる営農指導を行
う。

継続

・ホームページ等による
周知
・インストラクターによ
る営農指導

・ホームページ等による
周知
・インストラクターによ
る営農指導

②
食文化の継
承

若者や女性を中心に幅広い世代への農
業等の体験を支援し、市民の関心を高
めることで食文化の継承につなげま
す。

小中学校において、生活科や理科等の
教科や総合的な学習の時間などの学習
活動において、年間を通じて計画的に
食物生産体験を行い、食文化への興味
関心へつなげていく。

・各教科や総合的な学
習の時間における食物
生産体験活動の取組状
況の把握。
・各学校における食文
化に関連した取組状況
を把握

順調 継続

・各教科や総合的な学習
の時間における食物生産
体験活動の取組状況の把
握。
・各学校における食文化
に関連した取組状況を把
握

生活科や理科、総合的な学習の時間
において、さつまいもやそば、自然
薯芋などの農作物の生産やお茶摘み
体験、米つくり体験学習等を年間指
導計画に位置づけさせ、取組状況の
把握を行った。

順調
農作物の栽培や体験活動を行う場所や地域人
材が減少してきており、活動の場を設定する
ことが困難な状況となっている学校もある。

継続

・各教科や総合的な学習
の時間における食物生産
体験活動の取組状況の把
握。
・各学校における食文化
に関連した取組状況を把
握

・各教科や総合的な学習
の時間における食物生産
体験活動の取組状況の把
握。
・各学校における食文化
に関連した取組状況を把
握

学校教育課
教育支援Ｇ

子ども未来
課　子ども
総務Ｇ

教育総務課
保健給食Ｇ

環境課　廃
棄物対策Ｇ

健康政策課
健康づくり
Ｇ

農林振興課
農林政策Ｇ

施策の方向：

担当課Ｇ

施策大綱  ：

施 策 の 方 向

取組部署

取組概要
具体的取組

（Ｒ５－Ｒ８）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度
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2 健やかな生活習慣の定着

(１)食育の推進

年 度 計 画 評 価 方向性 年 度 計 画
年 度 末 実 績

（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
評 価 課 題 ・ 問 題 点 方 向 性 年 度 計 画 年 度 計 画

②
食文化の継
承

給食等での地場産品の活用や、農産物
等の販路拡大などの生産者支援を通じ
て、地域の食文化の継承につなげま
す。

かめやまっ子給食に地場産品や旬の食
材を活用し、地域の食に親しむ機会を
提供します。

亀の市に情報提供（作
物品目や食材量、納品
日）

順調 継続
亀の市に情報提供（作物
品目や食材量、納品日）

令和６年度は計２３回かめやまっ子
給食へ亀山産の食材の提供を行っ
た。

順調
引き続き、亀の市と連携し、かめやまっ子給
食へ亀山産の食材を提供する。

継続
亀の市に情報提供（作物
品目や食材量、納品日）

亀の市に情報提供（作物
品目や食材量、納品日）

②
食文化の継
承

学校給食への地元の農産物の利用を促
進します。

生産者や納入業者との連携を図り、市
内産県内産の食材を多く取り入れた
「かめやまっ子給食」の提供を行う。

「かめやまっ子給食」
の実施（年２２回）

順調 継続
「かめやまっ子給食」の
実施（年２２回）

生産者や納入業者との連携を図り、
市内産県内産の食材を多く取り入れ
た「かめやまっ子給食」を年22回実
施した。

順調
天候不良等による野菜の不足により、予定し
ていた食材が使用できなかったり、予定数量
の確保が困難になることがある。

継続
「かめやまっ子給食」の
実施（年２２回）

「かめやまっ子給食」の
実施（年２２回）

②
食文化の継
承

関係団体による取り組みや活動状況に
ついて、市のホームページや広報媒体
を通して、広く情報発信を行います。

広報やホームページにて関係団体の取
り組みを紹介し、発信を行います。

広報等での情報発信 順調 継続 広報等での情報発信

亀山市食生活改善推進協議会による
取り組みや活動状況について、市の
ホームページや広報媒体を通して、
広く情報発信を行った。

順調
引き続き、亀山市食生活改善推進協議会の取
り組みや活動を情報発信していく。

継続 広報等での情報発信 広報等での情報発信

②
食文化の継
承

関係団体による取り組みや活動状況に
ついて、市のホームページや広報媒体
を通して、広く情報発信を行います。

関係団体の取り組みや活動状況を情報
発信することで、食文化の継承に繋げ
ます。

「青空お茶まつり」等
イベント等の情報発信
（市のホームページや
広報媒体等）

順調 継続

「青空お茶まつり」等イ
ベント等の情報発信（市
のホームページや広報媒
体等）

令和６年１０月２６日にに中の山パ
イロットにて第２６回青空お茶まつ
りを開催できた。開催にあたり、市
広報、ホームページ、Line、
Facebookで情報提供を行い、多くの
方に来場いただいた。

順調
Ｒ7年度の開催に向け、引き続きホームページ
等で情報発信を行う。

継続

「青空お茶まつり」等イ
ベント等の情報発信（市
のホームページや広報媒
体等）

「青空お茶まつり」等イ
ベント等の情報発信（市
のホームページや広報媒
体等）

②
食文化の継
承

ＩＣＴを活用した食品ロス削減マッチ
ングサービス「かめやまタベスケ」の
利用を促進し、市民・事業者・行政が
連携して食品廃棄物の発生を抑制する
ための仕組みづくりを行います。

令和4年10月１日にサービスを開始ta
が、市内協力店舗が少なく、協力店の
確保が難しいため、定期的に広報や
ケーブルテレビ等での周知、店舗訪問
や呼びかけを実施することで、課題解
決に向けて取り組む。
また、システムについては引き続き、
自治体ページの管理を適切に行う。

定期的な広報活動や店
舗訪問の実施など協力
店拡大に向けた手法の
検討

順調 継続
定期的な広報活動や店舗
訪問の実施など協力店拡
大に向けた手法の検討

市内食品小売店及び飲食店へ食品ロ
ス削減マッチングサービス「かめや
まタベスケ」の周知を兼ねたアン
ケート調査を実施し、新規協力店舗1
者が「かめやまタベスケ」に登録さ
れた。

順調

協力店の登録数が少ないことや、出品数が少
ないことから、市内食品小売店及び飲食店へ
サービスの周知を引き続き行うとともに、引
き続き市の実状に応じた必要なサービスであ
るかの検討を行う。

継続
定期的な広報活動や店舗
訪問の実施など協力店拡
大に向けた手法の検討

定期的な広報活動や店舗
訪問の実施など協力店拡
大に向けた手法の検討

③

民間事業者
や研究機関
との連携に
よる食を通
じた健康づ
くり

べにふうき茶等の機能性食品の活用な
ど食に対する意識啓発を行い、市民の
食生活改善を促進します。

食を通じた健康づくりについて周知啓
発を行う際、機能性食品等を活用す
る。

料理講習会等において
機能性食品等を活用

順調 継続
料理講習会等において機
能性食品等を活用

健康づくりのための料理講習会を5
回、食を通じた健康づくりについて
周知啓発を行う機会を設け機能性食
品等についても周知した。

順調
引き続き、食を通じた健康づくりについて周
知啓発を行う機会を設け機能性食品等につい
ても周知していく。

継続
料理講習会等において機
能性食品等を活用

料理講習会等において機
能性食品等を活用

農林振興課
農林政策Ｇ

施策の方向：

農林振興課
農林政策Ｇ

教育総務課
保健給食Ｇ

健康政策課
健康づくり
Ｇ

環境課　廃
棄物対策Ｇ

健康政策課
健康づくり
Ｇ

施策大綱  ：

取組部署

取組概要
具体的取組

（Ｒ５－Ｒ８）

令和５年度 令和６年度

施 策 の 方 向

令和７年度 令和８年度

担当課Ｇ
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2 健やかな生活習慣の定着

(１)食育の推進

年 度 計 画 評 価 方向性 年 度 計 画
年 度 末 実 績

（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
評 価 課 題 ・ 問 題 点 方 向 性 年 度 計 画 年 度 計 画

③

民間事業者
や研究機関
との連携に
よる食を通
じた健康づ
くり

民間研究機関などと連携し、機能性食
品を活用した健康週間づくりの研究に
取り組むとともに、研究成果を生かし
た事業展開を目指します。

民間研究機関等との連携を構築し、機
能性食品の研究等に参画します。
また、地域課題を明らかにしながら、
研究から導き出された食の持つ健康機
能を市民の健康維持増進に繋げるため
の新たな事業の調査・研究を行いま
す。

・セルフケアフード協
議会加入
・健康関連団体との連
携構築
・健康関連団体への参
画

順調 継続

・健康関連団体との連携
・健康関連団体への参画
・地域課題の調査
・新たな事業の調査・研
究

セルフケアフード協議会の総会やWG
に参加し、加盟する健康関連団体と
機能性食品を活用した事業を行うた
めの打ち合わせや意見交換等を行
い、連携を深めることができた。ま
た健康都市大学で機能性食品をテー
マにした講座の実施や食に関する団
体と協働で作成した料理ブックへの
情報掲載を行い、知識普及に寄与し
た。

順調
機能性食品を活用した事業を始めるため、引
き続き検討・調整を行う必要がある。

継続

・健康関連団体との連携
・健康関連団体への参画
・地域課題の調査
・新たな事業の調査・研
究

・健康関連団体との連携
・健康関連団体への参画
・地域課題の調査
・新たな事業の調査・研
究

健康政策課
健康都市推
進Ｇ

施策大綱  ：

施策の方向：

施 策 の 方 向

取組部署

取組概要
具体的取組

（Ｒ５－Ｒ８）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

担当課Ｇ
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2 健やかな生活習慣の定着

(２)歯と口腔の健康づくりの推進

年 度 計 画 評 価 方向性 年 度 計 画
年 度 末 実 績

（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
評 価 課 題 ・ 問 題 点 方 向 性 年 度 計 画 年 度 計 画

①
歯と口腔の
健康づくり
の推進

母子健康手帳交付時や母子保健教室教
室などの機会を捉え、妊婦や乳幼児の
歯科健康診査や口腔・嚥下機能の発達
など口腔ケアの重要性について啓発を
行います。

母子健康手帳交付時や母子保健教室教
室などの機会を捉え、妊婦や乳幼児の
歯科健康診査や口腔ケアの重要性につ
いて啓発を行います。

啓発の実施
・妊婦歯科健康診査
・妊婦教室
・１歳６か月児健康診
査
・３歳児健康診査
・２歳児歯科保健教室
　等

順調 継続

啓発の実施
・妊婦歯科健康診査
・妊婦教室
・１歳６か月児健康診査
・３歳児健康診査
・２歳児歯科保健教室
　等

母子健康手帳交付時や各種教室など
で、妊婦や乳幼児の歯科健康診査や
口腔ケアの重要性について指導及び
周知啓発を行った。
・妊婦歯科健康診査　　    123人
・妊婦教室　             　27人
・１歳６か月児健康診査　　288人
・３歳児健康診査　　      337人
・２歳児歯科保健教室　   　91人
　等

順調

今後も様々な機会を利用し、正しい知識及び
歯と病気の関係など、口腔健康管理の重要性
について理解を深める事が出来る様、分かり
やすく、興味を持ってもらえるように工夫
し、情報提供を行っていく必要がある。

継続

啓発の実施
・妊婦歯科健康診査
・妊婦教室
・１歳６か月児健康診査
・３歳児健康診査
・２歳児歯科保健教室
　等

啓発の実施
・妊婦歯科健康診査
・妊婦教室
・１歳６か月児健康診査
・３歳児健康診査
・２歳児歯科保健教室
　等

①
歯と口腔の
健康づくり
の推進

成人保健事業を通じて、歯と口腔の健
康の重要性を啓発します。

成人保健事業を通じて、歯と口腔の健
康の重要性を啓発します。

成人保健事業を通じ
て、歯と口腔の健康の
重要性を周知啓発

順調 継続
成人保健事業を通じて、
歯と口腔の健康の重要性
を周知啓発

検診周知時に歯周病予防の重要性に
ついて啓発した。また、8020推進月
間には健康教室で口腔ケアについて
周知した。

順調
引き続き、歯と口の健康について広報や健康
教室を通して周知啓発していく。

継続
成人保健事業を通じて、
歯と口腔の健康の重要性
を周知啓発

成人保健事業を通じて、
歯と口腔の健康の重要性
を周知啓発

①
歯と口腔の
健康づくり
の推進

歯の健康に関する正しい知識の定着を
図るため、「よい歯の児童生徒の審査
並びに表彰」及び「歯・口の健康に関
する図画・ポスターコンクール」を実
施します。

よい歯のコンクールを実施する
歯の週間に歯・口の健
康に関する図画・ポス
ターコンクールを掲示

順調 継続
歯の週間に歯・口の健康
に関する図画・ポスター
コンクールを掲示

R6.6.4～R6.6.10「歯と口の健康習
慣」に合わせて、「よい歯のコン
クール（よい歯の部、図画・ポス
ターの部）」を実施し、歯と口の健
康に関する図画・ポスターを図書館
と市内商業施設等に展示し歯の健康
に関する正しい知識の定着を図っ
た。

順調

展示パネルを多団体から借用する必要や展示
を行う際に職員を動員しなければならないた
め人的資源を必要とする。
新聞報道によりコンクール入賞者の氏名が公
表される場合がある。

継続
歯の週間に歯・口の健康
に関する図画・ポスター
コンクールを掲示

歯の週間に歯・口の健康
に関する図画・ポスター
コンクールを掲示

①
歯と口腔の
健康づくり
の推進

「ほけんだより」を通じて歯の健康の
大切さを周知するとともに、歯科検診
により早期発見、早期治療をすすめま
す。

「ほけんたより」を通じて歯の健康の
大切さを周知し、歯科検診後には結果
の通知を行い、早期治療を進める。

・「ほけんたより」で
歯の健康の大切さにつ
いての周知（年１回以
上）
・歯科検診の結果を保
護者へ通知

順調 継続

・「ほけんたより」で歯
の健康の大切さについて
の周知（年１回以上）
・歯科検診の結果を保護
者へ通知

ほけんだよりにて各学校1回から3回
歯の健康の大切さについて記事にし
て周知を行った。
歯科検診の結果は保護者へ通知して
いる。

順調
歯科検診の結果と主治医の診断が異なること
がある。

継続

・「ほけんたより」で歯
の健康の大切さについて
の周知（年１回以上）
・歯科検診の結果を保護
者へ通知

・「ほけんたより」で歯
の健康の大切さについて
の周知（年１回以上）
・歯科検診の結果を保護
者へ通知

①
歯と口腔の
健康づくり
の推進

保育の中で歯磨きの習慣を身につけさ
せ、年齢に応じた歯磨き指導を行いま
す。

保育所等において、幼少期から、手洗
い、うがいなどの基本的な生活習慣を
身につけさせるとともに、歯磨き指導
を行います。

・指導計画に基づく各
年齢児に応じた生活習
慣や歯磨きの指導

順調 継続
・指導計画に基づく各年
齢児に応じた生活習慣や
歯磨きの指導

保育所等において、保育の中で手洗
い、うがいなどの基本的な生活習慣
を身につけさせるとともに、年齢に
応じて歯磨き指導を行った。

順調
引き続き指導計画に基づく各年齢児に応じた
生活習慣や歯磨きの指導が必要である。

継続
・指導計画に基づく各年
齢児に応じた生活習慣や
歯磨きの指導

・指導計画に基づく各年
齢児に応じた生活習慣や
歯磨きの指導

①
歯と口腔の
健康づくり
の推進

亀山歯科医師会や介護予防事業所等と
の関係機関と連携し、高齢者の口腔機
能向上にむけて介護予防教室等の利用
促進に取り組みます。

高齢者の口腔機能向上に向け、口腔機
能低下を予防・改善するプログラム等
を提供する介護予防教室を行い、教室
の利用促進に取り組みます。

介護予防事業所等と連
携した介護予防教室の
開催・周知啓発

順調 継続
介護予防事業所等と連携
した介護予防教室の開
催・周知啓発

介護事業所等と連携し、口腔機能低
下予防についてのプログラムを提供
する介護予防教室を開催した。

順調
口腔機能低下を予防するため、引き続き教室
を開催し、周知啓発していく必要がある。

継続
介護予防事業所等と連携
した介護予防教室の開
催・周知啓発

介護予防事業所等と連携
した介護予防教室の開
催・周知啓発

子ども未来
課　母子保
健Ｇ

健康政策課
健康づくり
Ｇ

教育総務課
保健給食Ｇ

教育総務課
保健給食Ｇ

子ども未来
課　子ども
総務Ｇ

地域福祉課
高齢者支援
Ｇ

施策大綱  ：

施 策 の 方 向

取組部署

取組概要
具体的取組

（Ｒ５－Ｒ８）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

担当課Ｇ

施策の方向：
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2 健やかな生活習慣の定着

(２)歯と口腔の健康づくりの推進

年 度 計 画 評 価 方向性 年 度 計 画
年 度 末 実 績

（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
評 価 課 題 ・ 問 題 点 方 向 性 年 度 計 画 年 度 計 画

①
歯と口腔の
健康づくり
の推進

医療専門職が通いの場等で、オーラル
フレイル（加齢に伴い口腔機能が虚弱
な状態）予防の普及啓発に努めるとと
もに、オーラルフレイルの対応が必要
な人を把握し、必要なサービス等へ繋
ぎます。

亀山市社会福祉協議会が実施するふれ
あい・いきいきサロン事業の助成決定
団体に対し、専門職を派遣し、口腔ケ
アやオーラルフレイル予防の普及啓発
に努めます。

医療専門職と連携した
サロン団体へ講師の派
遣
・口腔ケアやオーラル
フレイル予防の普及啓
発

順調 継続

医療専門職と連携したサ
ロン団体へ講師の派遣
・口腔ケアやオーラルフ
レイル予防の普及啓発

市民団体が実施するサロン等へ専門
職を派遣し、フレイル予防の普及啓
発を行ったが、口腔機能予防に関す
る派遣はなかった。

順調

引き続き生活支援コーディネーターと連携
し、サロンへの周知に努め、口腔ケアやオー
ラルフレイル予防の事業を進めていく必要が
ある。

継続

医療専門職と連携したサ
ロン団体へ講師の派遣
・口腔ケアやオーラルフ
レイル予防の普及啓発

医療専門職と連携したサ
ロン団体へ講師の派遣
・口腔ケアやオーラルフ
レイル予防の普及啓発

②
歯周病検診
の受診率向
上

健康教室等の機会や市の広報・ホーム
ページ、ケーブルテレビ等を活用し、
定期的な歯周病検診や予防措置の重要
性について、意識啓発に取り組みま
す。

健康教室等の機会や市の広報・ホーム
ページ、ケーブルテレビ等を活用し、
定期的な歯周病検診や予防措置の重要
性について、意識啓発に取り組みま
す。

・健康づくりのてび
き、広報等での情報発
信
・健康教室、ケーブル
テレビ等で歯周病検診
や予防措置の重要性に
ついての周知啓発

順調 継続

・健康づくりのてびき、
広報等での情報発信
・健康教室、ケーブルテ
レビ等で歯周病検診や予
防措置の重要性について
の周知啓発

健康づくりのてびきや広報、ケーブ
ルテレビ等により歯周病検診につい
て周知した。

順調

歯周病検診や歯周病予防の重要性について周
知は行ったが、受診率の低下が見られるた
め、歯周病検診を受ける年代にその重要性が
周知できるよう、周知方法について検討をす
る必要がある

継続

・健康づくりのてびき、
広報等での情報発信
・健康教室、ケーブルテ
レビ等で歯周病検診や予
防措置の重要性について
の周知啓発

・健康づくりのてびき、
広報等での情報発信
・健康教室、ケーブルテ
レビ等で歯周病検診や予
防措置の重要性について
の周知啓発

②
歯周病検診
の受診率向
上

歯周病検診の受診率向上を図るため、
未受診者への再勧奨通知や市の広報等
を利用した周知を行うとともに、亀山
歯科医師会との連携のもと、節目年齢
での無料検診を進めます。

歯周病検診の受診率向上を図るため、
未受診者への再勧奨通知や市の広報等
を利用した周知を行うとともに、亀山
歯科医師会との連携のもと、節目年齢
での無料検診を進めます。

・未受診者への再勧奨
通知
・健康づくりのてび
き、広報等での情報発
信

順調 継続

・未受診者への再勧奨通
知
・健康づくりのてびき、
広報等での情報発信

節目年齢での無料検診を行い、受診
率向上に向けて秋ごろに歯周病検診
未受診者に対して再勧奨を行った。

順調

受診率向上に向けた再勧奨を行ったが、受診
率向上には繋がらなった。このことから、受
診率向上に向けた、新たな勧奨方法を検討す
る必要がある。

継続

・未受診者への再勧奨通
知
・健康づくりのてびき、
広報等での情報発信

・未受診者への再勧奨通
知
・健康づくりのてびき、
広報等での情報発信

①

生活困窮者
及び無職
者・失業者
の支援

経済的困窮、地域社会からの孤立、そ
の他の生活上の諸課題を抱える市民の
個々のニーズに応じて、亀山市相談支
援包括化サポート会議を活用し、包括
的な支援を早期にかつ適切に行いま
す。

社会福祉法に基づく、支援会議・相談
支援包括化サポート会議を開催しつ
つ、必要に応じて担当者会議を開催す
ることにより、世帯全体の支援の方向
性を示したトータルケアプランの作
成・管理を行っていく。

・支援会議・相談支援
包括化サポート会議の
開催

順調 継続
・支援会議・相談支援包
括化サポート会議の開催

新規相談82件を受け付け、複合的な
福祉課題を抱えた世帯の情報を関係
機関と共有する場として、担当者会
議（26回）を開催し、支援方針の協
議を行う支援会議・相談支援包括化
サポート会議を12回開催した。
また、世帯の支援の方向性を示した
トータルケアプランを16件作成し、
継続的な支援を行った。

順調
支援対象世帯の中には、一般就労に至れない
方が顕在化しているため、就労準備に関する
支援体制づくりが必要である。

継続
・支援会議・相談支援包
括化サポート会議の開催

・支援会議・相談支援包
括化サポート会議の開催

②
高齢者の支
援

共通の生きがいや楽しみを見つけ、高
齢者と地域とのつながりを持てるよ
う、介護予防教室、老人クラブ活動や
サロン活動など通いの場づくりに取り
組みます。

地域の仲間づくりや生きがいづくりを
行う老人クラブ活動やサロン活動を支
援するとともに、介護予防教室の開催
に努めます。

介護予防事業所等と連
携した介護予防教室の
開催
・老人クラブ活動、サ
ロン活動などの通いの
場の開催支援

順調 継続

介護予防事業所等と連携
した介護予防教室の開催
・老人クラブ活動、サロ
ン活動などの通いの場の
開催支援

介護事業所等と連携し、さまざまな
プログラムの教室を高齢者の通いの
場へ出向き開催し、高齢者の社会参
加を促進した。また、地域の仲間づ
くりや生きがいづくりを行う老人ク
ラブ活動、サロン活動への財政的支
援を行った。

順調

引き続き市民のニーズに合った教室を開催
し、さらに周知啓発していく必要がある。老
人クラブやサロンがない地域における通いの
場を創出していく必要がある。

継続

介護予防事業所等と連携
した介護予防教室の開催
・老人クラブ活動、サロ
ン活動などの通いの場の
開催支援

介護予防事業所等と連携
した介護予防教室の開催
・老人クラブ活動、サロ
ン活動などの通いの場の
開催支援

②
高齢者の支
援

情報交換や介護に関する学習会を通し
て介護者の居場所づくりを推進するた
め、介護者同士が集う場を提供しま
す。

介護者が不安や悩みを抱え込み介護離
職につながらないよう「介護者のつど
い」を開催し、リフレッシュできるよ
うなプログラムを取り入れて、参加者
の心理面を支援します。

包括支援センターと連
携した年間３回介護者
のつどいの開催（年３
回）

順調 継続

包括支援センターと連携
した年間３回介護者のつ
どいの開催（年３回）

包括支援センターと連携し、つどい
を2回開催した。講演後、講師を含
め、参加者同士の交流会を行った。
同じ境遇の人と話すことが出来てよ
かった、講演を今後の介護に役立て
たいなど感想をいただき、介護者の
気分転換や精神的負担軽減に努める
ことができた。

順調
引き続き介護者のつどいを開催し、介護者が
不安や悩みを抱え込まないようリフレッシュ
できるプログラムを考える必要がある。

継続

包括支援センターと連携
した年間３回介護者のつ
どいの開催（年３回）

包括支援センターと連携
した年間３回介護者のつ
どいの開催（年３回）

地域福祉課
高齢者支援
Ｇ

健康政策課
健康づくり
Ｇ

地域福祉課
福祉総務Ｇ

地域福祉課
高齢者支援
Ｇ

地域福祉課
高齢者支援
Ｇ

健康政策課
健康づくり
Ｇ

施策大綱  ：

施策の方向：

施 策 の 方 向

取組部署

取組概要
具体的取組

（Ｒ５－Ｒ８）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

担当課Ｇ
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2 健やかな生活習慣の定着

(３)こころの健康づくり

年 度 計 画 評 価 方向性 年 度 計 画
年 度 末 実 績

（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
評 価 課 題 ・ 問 題 点 方 向 性 年 度 計 画 年 度 計 画

②
高齢者の支
援

民生委員・児童委員等が、住民の身近
な場で相談ごとを受けられる体制を整
えるとともに、コミュニティソーシャ
ルワーカー（ＣＳＷ）との連携強化に
取り組みます。

民生委員・児童委員等が発見・把握し
た地域の福祉課題を集約する支援体制
について、市と社会福祉協議会とが一
緒に継続的な周知を行っていく。ま
た、ＣＳＷとの連携強化に向け、事業
実績に基づき、発展的に事業の充実・
強化を図っていく。

・民生委員・児童委員
等対する継続的な事業
周知
・ＣＳＷの事業実績の
分析

順調 継続

・民生委員・児童委員等
対する継続的な事業周知
・ＣＳＷの事業実績の分
析

市とＣＳＷが連携し、民生委員・児
童委員や地域まちづくり協議会（福
祉委員）をはじめ、市の相談窓口を
有する部署（建築住宅課、環境課、
上下水道課など）に複合的な課題を
抱えた世帯をつなぐ「つながるシー
ト」の周知を行った。また、ＣＳＷ
の事業実績をまとめ、地域福祉推進
委員会に報告した。

順調

民生委員・児童委員や地域まちづくり協議会
（福祉委員）をはじめ、支援関係機関や市関
係部署など、担当者が毎年変更になる場合が
あるため、継続的な事業周知が必要である。
また、事業実績を分析し、専門職等による評
価を継続する必要がある。

継続

・民生委員・児童委員等
対する継続的な事業周
知。
ＣＳＷの事業実績の分析

・民生委員・児童委員等
対する継続的な事業周知
・ＣＳＷの事業実績の分
析

③
子ども・若
者及び女性
等の支援

子育て世代包括支援センターや子ども
家庭総合支援拠点を中心とした「ＴＥ
ＡＭ－ＳＵＫＵＳＵＫＵ」の体制のも
と、関係機関同士の顔の見える関係づ
くりと切れ目のない支援を行うととも
に、一層の連携強化に向けた「こども
家庭センター」の設置に取り組みま
す。

妊娠期から子育て期にわたり、切れ目
のない包括的な支援を行います。

妊娠届け出等の機会に
得た情報を基にした妊
娠・出産・子育てに関
する相談機会の提供

順調 継続

妊娠届け出等の機会に得
た情報を基にした妊娠・
出産・子育てに関する相
談機会の提供

こども家庭センターにおいて、妊娠
期から子育て期にわたり、切れ目の
ない伴走型相談支援及び経済的支援
を行った。また、電話や面談による
妊娠８か月相談を始め、妊娠期・出
産についての不安の軽減や安心に繋
げることが出来た。子育て応援給付
金(めばえ301件　あおば344件)、妊
娠８か月相談（9人）子育てコンシェ
ルジュ案内件数446件
（こども家庭センターR6.4.1設置）

順調

引き続き、こども家庭センターに子育てに関
する相談・支援やサービスを案内する子育て
コンシェルジュの設置があり、身近で気軽に
相談できる場所があることを広く周知する必
要がある。また妊婦等包括相談支援事業及び
妊婦のための支援給付を併せて実施し、個々
が抱える子育て等の不安やストレスについて
適切な案内ができるよう努め、子育て世帯の
ニーズに合った情報提供を行っていく必要が
ある。

継続

妊娠届け出等の機会に得
た情報を基にした妊娠・
出産・子育てに関する相
談機会の提供

妊娠届け出等の機会に得
た情報を基にした妊娠・
出産・子育てに関する相
談機会の提供

③
子ども・若
者及び女性
等の支援

妊娠届出時、妊娠８か月頃、赤ちゃん
訪問時等に面談やアンケートを通じ
て、妊産婦の悩みや心配事等の相談に
応じ、様々なニーズに合わせて必要な
支援に繋ぎます。

妊娠届出時、妊娠８か月頃、赤ちゃん
訪問時等に面談やアンケートを通じ
て、妊産婦の悩みや心配事等の相談に
応じ、様々なニーズに合わせて必要な
支援に繋ぎます。

個々の相談・ニーズの
把握
・母子健康手帳交付時
の面談
・妊娠８か月頃アン
ケート実施
・乳児全戸訪問
・育児相談
・随時の相談支援　等

順調 継続

個々の相談・ニーズの把
握
・母子健康手帳交付時の
面談
・妊娠８か月頃アンケー
ト実施
・乳児全戸訪問
・育児相談
・随時の相談支援　等

妊娠届出時、妊娠８か月頃、赤ちゃ
ん訪問時等に面談・アンケートを行
い、妊産婦の悩みや心配事等の相談
に応じ、状況やニーズに合わせて必
要な支援に繋ぐことが出来た。
・母子健康手帳交付時の面談　298人
・妊娠８か月頃アンケート実施　9人
・乳児全戸訪問　　          332人
・育児相談　              　423人

順調
今後も継続して、悩みや不安の解消に向け、
面談やアンケートを通じて把握し、必要な支
援に繋げていく必要がある。

継続

個々の相談・ニーズの把
握
・母子健康手帳交付時の
面談
・妊娠８か月頃アンケー
ト実施
・乳児全戸訪問
・育児相談
・随時の相談支援　等

個々の相談・ニーズの把
握
・母子健康手帳交付時の
面談
・妊娠８か月頃アンケー
ト実施
・乳児全戸訪問
・育児相談
・随時の相談支援　等

③
子ども・若
者及び女性
等の支援

引きこもりやニートの青少年が抱える
様々な課題に対し青少年総合支援セン
ター支援員による面接相談や電話相談
を実施します。

青少年総合支援センターに支援員を配
置し、若者の日常生活や就労に関する
悩みの相談を受けるなど、相手の状態
や個性に合わせたカウンセリングによ
る支援を継続していきます。加えて、
複合的な問題を抱える相談者に対し
て、包括的な支援を実施するための体
制を学校や福祉部局と連携のうえ構築
していきます。

・青少年総合支援セン
ター支援員による面接
相談及び電話相談の継
続実施
・予防の観点から悩み
を抱える青少年を早期
ケアに繋げるための
ネットワークの強化

順調 継続

・青少年総合支援セン
ター支援員による面接相
談及び電話相談の継続実
施
・相談に来られた若者を
必要な時に、就学や就労
に関する具体的な支援へ
と繋ぐためのネットワー
クの強化

福祉部局での支援が必要となるた
め、支援員を総合福祉センター「あ
いあい」に配置し、ひきこもり相談
窓口を設置した。新規相談実績は13
件で、面談・訪問・同行などの支援
件数は延べ260件であった。
また、対面を要しないオンライン居
場所の試行運用を行い、令和７年４
月から本格運用を開始した。

順調
ひきこもり相談窓口の開設とオンライン居場
所の運用開始について、周知が必要である。

継続

・総合福祉センターの支
援員による面接相談及び
電話相談の継続実施
・複合的な問題を抱える
若者に対して、横断的且
つ切れ目のない支援を実
現するため、福祉部局と
の連携方法について検討

・総合福祉センターの支
援員による面接相談及び
電話相談の継続実施
・複合的な問題を抱える
若者に対して、予防含む
包括的な支援を実施する
ための体制を学校や福祉
部局と連携のうえ構築

③
子ども・若
者及び女性
等の支援

生活困窮世帯など家庭の実情に応じ、
希望する児童生徒に対し学習支援や保
護者相談を行います。

生活困窮世帯など家庭の実情に応じ
て、希望する児童生徒（小学４年生～
中学3年生）に対して、毎週土曜日各
中学校区を拠点に３つの学習教室を開
催する。学校や家庭とも連携しなが
ら、個に応じた支援を行う。また、対
象者拡大を目的に、家庭への啓発を行
う。

・３つの学習教室の開
催の充実
・コーディネーター連
絡会等で学習教室の様
子の情報共有

順調 継続

・３つの学習教室の開催
の充実
・コーディネーター連絡
会等で学習教室の様子の
情報共有

３つの中学校区においてそれぞれ学
習教室を開催できた。毎週土曜日の
定期的な開催だけでなく、テスト対
策教室を開催した。学習コーディ
ネーター会議を随時開催し、学習教
室の様子を情報共有できた。

順調
参加対象者に対して、まだ、参加していない
児童生徒がいるので、引き続き継続して家庭
への啓発が必要である。

継続

・３つの学習教室の開催
の充実
・コーディネーター連絡
会等で学習教室の様子の
情報共有

・３つの学習教室の開催
の充実
・コーディネーター連絡
会等で学習教室の様子の
情報共有

生涯学習課
社会教育Ｇ

学校教育課
教育支援Ｇ

地域福祉課
福祉総務Ｇ

子ども未来
課　母子保
健Ｇ

子ども未来
課　母子保
健Ｇ

施策大綱  ：

施策の方向：

施 策 の 方 向

取組部署

取組概要
具体的取組

（Ｒ５－Ｒ８）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

担当課Ｇ
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2 健やかな生活習慣の定着

(３)こころの健康づくり

年 度 計 画 評 価 方向性 年 度 計 画
年 度 末 実 績

（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
評 価 課 題 ・ 問 題 点 方 向 性 年 度 計 画 年 度 計 画

④
生きること
の促進要因
への支援

必要な人への支援が届くように、ここ
ろの健康づくり、命の大切さに関する
情報や市の相談窓口の周知を行いま
す。

必要な人への支援が届くように、ここ
ろの健康づくり、命の大切さに関する
情報や相談窓口の周知を行います。

広報等で相談先等の情
報発信

順調 継続
広報等で相談先等の情報
発信

健康づくりのてびきや広報等により
相談先について周知を行った。ま
た、ホームページでこころの体温計
について掲載した。

順調
引き続き、健康づくりのてびきや広報等によ
りこころの健康づくりや相談窓口に関する周
知を行っていく。

継続
広報等で相談先等の情報
発信

広報等で相談先等の情報
発信

④
生きること
の促進要因
への支援

こころの不調や生きづらさを感じてい
る人からの相談に対し、障害者総合相
談支援センターの相談支援員が電話等
で対応するとともに、必要に応じて訪
問等の支援を行います。

相談対応の情報把握の中で、自殺に係
るリスクが確認された場合は、必要に
応じて訪問等を行います。

相談対応で自殺に係る
リスクが確認された場
合の訪問等の実施

順調 継続
相談対応で自殺に係るリ
スクが確認された場合の
訪問等の実施

自殺に係るリスクが迫ったケースを
対応することがなかった。

順調
言動の端々にあるリスクに配慮し、自殺につ
ながる行動を起こす前の対応を考えていく必
要がある。

継続
相談対応で自殺に係るリ
スクが確認された場合の
訪問等の実施

相談対応で自殺に係るリ
スクが確認された場合の
訪問等の実施

⑤
SOSの出し
方に関する
教育の推進

子どもたちが支援を求める声を発する
ことができるよう、中学校において、
年間計画に命の教育の授業を位置づ
け、取り組みの推進を図ります。

各中学校の総合的な学習や道徳の年間
計画の中に、命の教育の授業を位置づ
けるよう、校長会や研修担当者会、生
徒指導協議会、人権教育担当者会など
の会議や教職員研修の場を活用して周
知を図ります。

・道徳や総合的な学習
の年間計画の見直し
・市内小中学校での三
重県教育委員会から提
供される教材等を使っ
た命の教育の実施

順調 継続

・市内小中学校内での命
の教育実施成果の周知
・市内小中学校での三重
県教育委員会から提供さ
れる教材等を使った命の
教育の実施

・市内小中学校内で、「命の授業」
を実施した様子等を学校だよりや
ホームページ等で保護者や地域に周
知を図った。
・子どもたちが自他を大切にし、命
を大切にする心を育むための「命を
大切にする教育」に各小中学校で取
組むよう、取組の推進を図った。１
１月には、いじめ防止強化月間に合
わせて、各学校での取組状況を把握
した。

順調
今後も各校で取組が充実するよう、「命の授
業」を継続して周知する必要がある。

継続

・市内3中学校全てで命
の教育の取組実施
・市内小中学校での三重
県教育委員会から提供さ
れる教材等を使った命の
教育の実施

・市内3中学校全てで命
の教育の取組実施
・市内3中学校での命の
教育の取組成果の検証
・市内小中学校での三重
県教育委員会から提供さ
れる教材等を使った命の
教育の実施

⑤
SOSの出し
方に関する
教育の推進

小中学校へのスクールカウンセラーを
活用した巡回体制により、児童・生
徒、保護者、教職員への相談支援を行
います。

市内１４校すべての学校にSCを派遣
し、児童生徒や保護者、教職員の相談
業務をおこなうことで、学校の支援体
制を充実させる。

スクールカウンセラー
の配置時間拡大

順調 継続
スクールカウンセラーの
配置時間拡大

三重県教育員会がスクールカウンセ
ラーを亀山中学校区に756時間、中部
中学校区に522時間、関中学校区259
時間、教育支援センターに１４０時
間配置した。また、市教育委員会よ
り教育支援センターにカウンセラー
を145時間配当した。三重県教育委員
会の配置時間は、令和５年度と比べ
て時間増であり、支援体制を充実さ
せることができた。

順調
今後もスクールカウンセラーの配置時間が継
続されるよう三重県教育委員会と連携しなが
ら、体制を整備する必要がある。

継続
スクールカウンセラーの
配置時間拡大

スクールカウンセラーの
配置時間拡大

施策の方向：

担当課Ｇ

健康政策課
健康づくり
Ｇ

地域福祉課
障がい者支
援Ｇ

学校教育課
教育研究Ｇ

学校教育課
教育研究Ｇ

施策大綱  ：

施 策 の 方 向

取組部署

取組概要
具体的取組

（Ｒ５－Ｒ８）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度
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3 疾病予防と重症化予防の推進

(１)健康の維持増進と疾病の早期発見

年 度 計 画 評 価 方向性 年 度 計 画
年 度 末 実 績

（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
評 価 課 題 ・ 問 題 点 方 向 性 年 度 計 画 年 度 計 画

①
生活習慣病
予防の周知
啓発

健康教室等や検診の機会を活用し、生
活習慣病予防について周知啓発を行い
ます。

健康教室等や検診の機会を活用し、生
活習慣病予防について周知啓発を行い
ます。

健康教室等や検診時に
生活習慣病予防につい
て周知啓発

順調 継続
健康教室等や検診時に生
活習慣病予防について周
知啓発

健康教室や検診時に生活習慣病予防
について周知啓発を行った。

順調
引き続き健康教室や検診時、健康づくりてび
きを通して生活習慣病予防について周知啓発
を行っていく。

継続
健康教室等や検診時に生
活習慣病予防について周
知啓発

健康教室等や検診時に生
活習慣病予防について周
知啓発

①
生活習慣病
予防の周知
啓発

喫煙と受動喫煙、飲酒、がん、薬物に
よる健康被害について、健康講座や母
子保健教室等の様々な機会を活用し、
正しい知識の普及を図ります。

健康づくりのてびきへ、受動喫煙、飲
酒等の情報を掲載し、普及啓発を行い
ます。

健康づくりのてびき
や、広報等を通じて情
報発信

順調 継続
健康づくりのてびきや、
広報等を通じて情報発信

健康づくりのてびきや広報等により
受動喫煙や飲酒に関する情報を掲載
し、普及啓発を行った。

順調
引き続き健康づくりのてびきや広報等を通し
て受動喫煙や飲酒に関する情報を普及啓発し
ていく。

継続
健康づくりのてびきや、
広報等を通じて情報発信

健康づくりのてびきや、
広報等を通じて情報発信

①
生活習慣病
予防の周知
啓発

喫煙と受動喫煙、飲酒、がん、薬物に
よる健康被害について、健康講座や母
子保健教室等の様々な機会を活用し、
正しい知識の普及を図ります。

喫煙と受動喫煙、飲酒による健康被害
について、健康講座や母子保健教室等
の様々な機会を活用し相談に応じてい
きます。

周知啓発の実施
・母子健康手帳交付時
・各種教室参加時
・妊婦教室
・育児相談
・乳児全戸訪問
・幼児健康診査等　等

順調 継続

周知啓発の実施
・母子健康手帳交付時
・各種教室参加時
・妊婦教室
・育児相談
・乳児全戸訪問
・幼児健康診査等　等

喫煙と受動喫煙、飲酒による健康被
害について、健康講座や母子保健教
室等で必要な説明を行った。
・母子健康手帳交付時　298人
・各種教室参加時
・妊婦教室             27人
・育児相談　          386人
・乳児全戸訪問　      332人
・幼児健康診査等    　625人

順調

今後も継続し、妊婦や胎児、乳幼児に与える
喫煙や受動喫煙、また飲酒による健康被害に
ついての理解を深めることができるよう正し
い情報を発信していく必要がある。

継続

周知啓発の実施
・母子健康手帳交付時
・各種教室参加時
・妊婦教室
・育児相談
・乳児全戸訪問
・幼児健康診査等　等

周知啓発の実施
・母子健康手帳交付時
・各種教室参加時
・妊婦教室
・育児相談
・乳児全戸訪問
・幼児健康診査等　等

①
生活習慣病
予防の周知
啓発

生活習慣病に係る医療費が上昇する手
前の若年層への年代へアプローチする
手段として企業への周知啓発を行いま
す。

令和５年度から開始するアプリｄｅ
ウェルネス推進事業において導入する
アプリケーションを活用した健康経営
支援制度を通し、市と事業者が一体と
なって、子育て世代や働き盛り世代な
どの若年層へアプローチすることで健
康寿命の延伸や健康格差の縮小を図り
ます。

・健康経営支援制度の
構築及び検討
・通いの場等を通じた
フレイル予防の普及啓
発や健康相談、健康教
育の実施
・一体的な展開を図る
ため、庁内関係部署や
関係団体との調整及び
連携

順調 継続

・健康経営支援制度の周
知及び実施
・通いの場等を通じたフ
レイル予防の普及啓発や
健康相談、健康教育の実
施
・一体的な展開を図るた
め、庁内関係部署や関係
団体との調整及び連携

亀山商工会議所、協会けんぽ三重支
部、亀山市の三者協定を活用し、市
健康経営支援制度を令和6年6月1日か
ら運用した。
三者共催によるキックオフイベント
を開催し、市内事業所などから45人
が参加した。

やや取り組
みが遅れて

いる

令和6年度末の目標値（健康経営支援制度登録
事業所数）を10事業所を設定していおり、周
知啓発を協会けんぽ三重支部の健康事業所宣
言を行っている事業所を主体に声かけをおこ
なったが4事業所の登録に留まったことから、
商工会議所とより一層の連携を図り、事業者
へ周知啓発する必要がある。

継続

・健康経営支援制度の周
知及び実施
・通いの場等を通じたフ
レイル予防の普及啓発や
健康相談、健康教育の実
施
・一体的な展開を図るた
め、庁内関係部署や関係
団体との調整及び連携

・健康経営支援制度の周
知及び実施
・通いの場等を通じたフ
レイル予防の普及啓発や
健康相談、健康教育の実
施
・一体的な展開を図るた
め、庁内関係部署や関係
団体との調整及び連携

①
生活習慣病
予防の周知
啓発

家庭における健康管理に加え、小中学
校における定期健康診断を実施し、適
切な生活指導と子どもたちの健康増進
に努めます。

定期健康診断後、結果を保護者へ通知
し、学校と家庭で連携しながら健康管
理を行い、健康増進する

・定期健康診断の実施
・保護者に対する診断
結果の速やかな通知

順調 継続
・定期健康診断の実施
・保護者に対する診断結
果の速やかな通知

第１学期に定期健康診断を実施し、
診断結果を保護者へ通知した。

順調
健康診断の結果と主治医の診断が異なること
がある。

継続
・定期健康診断の実施
・保護者に対する診断結
果の速やかな通知

・定期健康診断の実施
・保護者に対する診断結
果の速やかな通知

②

生活習慣病
予備軍の早
期発見、健
（検）診の
受診勧奨

生活習慣病の発症予防と早期発見のた
め、市民が受診しやすい特定健康診査
と特定保健指導の体制を整え、受診率
や実施率の向上を目指します。

ナッジ理論を用いた受診勧奨に努め、
関係部署と連携、医師会等関係機関と
協力し受診しやすい環境を整え、特定
健診受診率及び特定保健指導実施率の
向上を図ります。

・ナッジ理論を用いた
受診勧奨
・生活習慣病予防の推
進

順調 継続
・ナッジ理論を用いた受
診勧奨
・生活習慣病予防の推進

受診率の向上を図るため、市で実施
する人間ドック以外で、勤務先等で
の健診を受診し、健診結果を提出し
た者にクオカード500円分を贈呈する
取組を実施し、22件の提出があっ
た。

順調
勤務先や個人で受診した人間ドック等の健診
結果を提供してもらえるよう制度の周知を図
る。

継続
・ナッジ理論を用いた受
診勧奨
・生活習慣病予防の推進

・ナッジ理論を用いた受
診勧奨
・生活習慣病予防の推進

市民課　国
民健康保険
Ｇ

子ども未来
課　母子保
健Ｇ

施 策 の 方 向

取組部署

取組概要
具体的取組

（Ｒ５－Ｒ８）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

担当課Ｇ

施策大綱  ：

施策の方向：

健康政策課
健康づくり
Ｇ

健康政策課
健康づくり
Ｇ

健康政策課
健康都市推
進Ｇ

教育総務課
保健給食Ｇ
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3 疾病予防と重症化予防の推進

(１)健康の維持増進と疾病の早期発見

年 度 計 画 評 価 方向性 年 度 計 画
年 度 末 実 績

（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
評 価 課 題 ・ 問 題 点 方 向 性 年 度 計 画 年 度 計 画

②

生活習慣病
予備軍の早
期発見、健
（検）診の
受診勧奨

健（検）診受診向上に向け、インター
ネット予約の導入やナッジ理論などを
活用した受診勧奨、情報発信を行い、
がん検診や特定健康診査、特定保健指
導の受診率および実施率向上に取り組
みます。

健（検）診受診向上に向け、インター
ネット予約の導入やナッジ理論などを
活用した受診勧奨、情報発信を行い、
がん検診や特定健康診査、特定保健指
導の受診率および実施率向上に取り組
みます。

・インターネット予約
の導入やナッジ理論な
どを活用した受診勧奨
・健康づくりのてびき
や、広報等を通じて情
報発信

順調 継続

・インターネット予約の
導入やナッジ理論などを
活用した受診勧奨
・健康づくりのてびき
や、広報等を通じて情報
発信

受診率向上に向けてインターネット
予約を導入した。ナッジ理論などを
活用し受診勧奨を行った。

順調
引き続きインターネット予約やナッジ理論に
よる受診勧奨を行い、受診率向上に努める。

継続

・インターネット予約の
導入やナッジ理論などを
活用した受診勧奨
・健康づくりのてびき
や、広報等を通じて情報
発信

・インターネット予約の
導入やナッジ理論などを
活用した受診勧奨
・健康づくりのてびき
や、広報等を通じて情報
発信

②

生活習慣病
予備軍の早
期発見、健
（検）診の
受診勧奨

健（検）診受診向上に向け、インター
ネット予約の導入やナッジ理論などを
活用した受診勧奨、情報発信を行い、
がん検診や特定健康診査、特定保健指
導の受診率および実施率向上に取り組
みます。

受診しやすい環境を整えるためにイン
ターネット予約の導入の検討やナッジ
理論を用いた効果的な勧奨通知の送
付、また、様々な周知活動や関係部署
との連携、医師会等関係機関の協力に
より積極的な情報発信を行い、実施率
向上を図ります。

・ナッジ理論を用いた
効果的な受診勧奨の推
進
・コールセンターによ
る受診勧奨等
・インターネット予約
の導入検討

順調 継続

・ナッジ理論を用いた効
果的な受診勧奨の推進
・コールセンターによる
受診勧奨等
・インターネット予約の
導入検討

・受診勧奨事業により未受診者に対
する通知を行うとともに効果測定を
行った。
・被保険者証の更新時及び窓口での
加入手続時に特定健診のＰＲパンフ
レットを配布し、周知を行った。

順調

令和６年度特定健康診査受診率速報値（健
診：42.8％、保健指導22.2％）では前年度か
らの微増に留まるため、受診率向上につなげ
るための効果的な受診勧奨方法を検討してい
く。

継続

・ナッジ理論を用いた効
果的な受診勧奨の推進
・コールセンターによる
受診勧奨等
・インターネット予約の
導入検討

・ナッジ理論を用いた効
果的な受診勧奨の推進
・コールセンターによる
受診勧奨等
・インターネット予約の
導入検討

②

生活習慣病
予備軍の早
期発見、健
（検）診の
受診勧奨

各種健康教室や運動教室等の機会を通
じ、健（検）診の周知啓発や、受診方
法、健（検）診の重要性について掲載
した健康づくりのてびきを全戸配布し
啓発を行います。

健康づくりのてびきや広報等へ、健
（検）診の重要性について掲載し、啓
発を行います。

健康づくりのてびき
や、広報等を通じて情
報発信

順調 継続
健康づくりのてびきや、
広報等を通じて情報発信

健康づくりのてびきや広報等を通し
て、健（検）診の周知啓発を行っ
た。

順調
引き続き健康づくりのてびきや広報等を通し
て健（検）診の周知啓発を行っていく。

継続
健康づくりのてびきや、
広報等を通じて情報発信

健康づくりのてびきや、
広報等を通じて情報発信

②

生活習慣病
予備軍の早
期発見、健
（検）診の
受診勧奨

人間ドック・脳ドック事業を実施し、
健康状態や普段気付きにくい疾患や臓
器の異常などをチェックするきっかけ
を提供し、疾病の早期発見と早期治療
及び疾病予防のための健康管理の促進
に努めます。

疾病の早期発見と早期治療及び疾病予
防のため、国民健康保険被保険者を対
象に人間ドック・脳ドック事業を実施
し、健康管理の促進に努めます。ま
た、人間ドック・脳ドックの精密検査
実施状況を把握し再検査の受診勧奨を
行い疾病予防に努めます。

人間ドック・脳ドック
の精密検査実施状況の
把握

順調 継続
人間ドック・脳ドックの
精密検査実施状況の把握

被保険者について、一日人間ドック
193人（前年度193人）及び脳ドック
216人（前年度192人）を実施した。

順調

人間ドック等により重症化を防ぐため、医療
年金グループとともに受診者自らが検査結果
を活かせるような啓発方法や取組みと合わせ
て、ドック事業の効果的な在り方についても
検討していく必要がある。

継続
人間ドック・脳ドックの
精密検査実施状況の把握

人間ドック・脳ドックの
精密検査実施状況の把握

②

生活習慣病
予備軍の早
期発見、健
（検）診の
受診勧奨

人間ドック・脳ドック事業を実施し、
健康状態や普段気付きにくい疾患や臓
器の異常などをチェックするきっかけ
を提供し、疾病の早期発見と早期治療
及び疾病予防のための健康管理の促進
に努めます。

後期高齢者医療被保険者を対象に人間
ドック・脳ドック事業を実施し、疾病
の早期発見と早期治療及び疾病予防の
ための健康管理の促進に努めます。ま
た、健診後の精密検査未受診者対策や
個別指導等、ドック事業の効果的な取
り組みを検討していきます。

・人間ドック・脳ドッ
クの実施
・精密検査実施状況の
把握
・効果的なドック事業
の取り組みの検証と改
善

順調 継続

・人間ドック・脳ドック
の実施
・精密検査実施状況の把
握
・効果的なドック事業の
取り組みの検証と改善

人間ドック　 30名
脳ドック　　100名
健診受診率向上に向けてのワーキン
グ開催　1回
精密検査対象者については電話での
状況把握に努め、精密検査未受診者
に対しては受診勧奨を行った。
人間ドック事業においては申込を上
回る状態が継続している。

順調

人間ドック等で重症化を防ぐため、受診者自
らが検査結果を活かせるような啓発・取組み
を国保Gとともに検討する必要がある。
また、引き続き精密検査未受診者を把握し、
精密検査査受診の向上に努める必要がある。
また、ドック事業においては、様々な課題が
あり、国保Gともにドック事業の効果的な在り
方について検討していく必要がある。

継続

・人間ドック・脳ドック
の実施
・精密検査実施状況の把
握
・効果的なドック事業の
取り組みの検証と改善

・人間ドック・脳ドック
の実施
・精密検査実施状況の把
握
・効果的なドック事業の
取り組みの検証と改善

②

生活習慣病
予備軍の早
期発見、健
（検）診の
受診勧奨

糖尿病重症化予防を図るため、医療機
関との連携を図りながら国民健康保険
事業での糖尿病性腎症重症化予防事業
に取り組むとともに、その指導対象を
後期高齢者の７５歳以降まで拡大し、
ハイリスク者への支援を強化します。

医療年金グループと連携して糖尿病性
腎症重症化予防事業に取り組むととも
に、ハイリスク者への支援を強化しま
す。また、医師会や医療センター等の
関係者との連携会議を実施し対象者の
QOLの低下防止を図ります。

・指導対象の拡大（後
期高齢者まで）
・連携会議の実施

順調 継続
・指導対象の拡大（後期
高齢者まで）
・連携会議の実施

　事業の理解を得るため、医師会や
医療センターとの連携強化に努め
た。
・受診勧奨者数：２０人
　うち医療機関受診者数：７人
　　　保健指導実施者数：２人
・糖尿病性腎症重症化予防事業連携
会議（２回）
・医療センター糖尿病教室（３回）

順調

引き続き医師会や市立医療センター等の関係
機関との連携強化を図り、対象者の保健指導
実施率の向上に努め、重症化予防に取組む必
要がある。また、県のプログラム改定に伴
い、新たにプログラム見直しが必要となる。

継続
・指導対象の拡大（後期
高齢者まで）
・連携会議の実施

・指導対象の拡大（後期
高齢者まで）
・連携会議の実施

健康政策課
健康づくり
Ｇ

健康政策課
健康づくり
Ｇ

市民課　国
民健康保険
Ｇ

市民課　国
民健康保険
Ｇ

市民課　医
療年金Ｇ

市民課　国
民健康保険
Ｇ

施策大綱  ：

施策の方向：

施 策 の 方 向

取組部署

取組概要
具体的取組

（Ｒ５－Ｒ８）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

担当課Ｇ
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3 疾病予防と重症化予防の推進

(１)健康の維持増進と疾病の早期発見

年 度 計 画 評 価 方向性 年 度 計 画
年 度 末 実 績

（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
評 価 課 題 ・ 問 題 点 方 向 性 年 度 計 画 年 度 計 画

②

生活習慣病
予備軍の早
期発見、健
（検）診の
受診勧奨

糖尿病重症化予防を図るため、医療機
関との連携を図りながら国民健康保険
事業での糖尿病性腎症重症化予防事業
に取り組むとともに、その指導対象を
後期高齢者の７５歳以降まで拡大し、
ハイリスク者への支援を強化します。

糖尿病の重症化予防を図るため、77歳
までの後期高齢者を対象に国民健康保
険と継続性をもって糖尿病性腎症重症
化予防事業を実施します。また、亀山
医師会や医療センター等の関係機関と
の連携を図り、ハイリスク者への支援
を強化します。

・国民健康保険Gと協
働し、糖尿病性腎症重
症化予防事業を実施
・医師会や医療セン
ター等の関係者との連
携会議を実施。

順調 継続

・国民健康保険Gと協働
し、糖尿病性腎症重症化
予防事業を実施
・医師会や医療センター
等の関係者との連携会議
を実施

受診勧奨実施　3名
うち受診者　3名
個別保健指導実施　0名
糖尿病性腎症重症化予防事業連携会
議　2回
医療センター糖尿病教室（３回）
事業の理解を得るため、医師会や医
療センターとの連携強化に努めた。

順調

引き続き、医師会や医療センター等との関係
機関との連携強化を図り、対象者の保健指導
実施率の向上に努め、重症化予防に取組む必
要がある。また、県のプログラム改定に伴
い、新たにプログラム見直しが必要となる。

継続

国民健康保険Gと協働
し、糖尿病性腎症重症化
予防事業を実施
・医師会や医療センター
等の関係者との連携会議
を実施

国民健康保険Gと協働
し、糖尿病性腎症重症化
予防事業を実施。
・医師会や医療センター
等の関係者との連携会議
を実施

②

生活習慣病
予備軍の早
期発見、健
（検）診の
受診勧奨

引き続き中学校３年生へのピロリ菌尿
検査、除菌費用の助成を行うととも
に、胃がんへの理解促進を図ります。

中学校３年生へのピロリ菌尿検査、除
菌費用の助成を行うとともに、胃がん
への理解促進を図ります。

・中学校３年生へのピ
ロリ菌尿検査
・陽性者への除菌費用
の助成

順調 継続

・中学校３年生へのピロ
リ菌尿検査
・陽性者への除菌費用の
助成

ピロリ菌検査で陽性となった17名。
助成申請があったのは５名であっ
た。陽性後、結果を放置せずに再検
査等、受診が必要であることを周知
していく必要がある。

順調

引き続き中学校３年生へのピロリ菌尿検査の
案内と、陽性者への除菌費用の助成をすると
ともに、陽性結果があるものの助成申請のな
いものについては案内を行い助成について周
知する。

継続

・中学校３年生へのピロ
リ菌尿検査
・陽性者への除菌費用の
助成

・中学校３年生へのピロ
リ菌尿検査
・陽性者への除菌費用の
助成

②

生活習慣病
予備軍の早
期発見、健
（検）診の
受診勧奨

国や県の制度を活用したがん患者への
幅広い支援に取り組むとともに、他市
等における先進事例の研究を行いま
す。

国や県の制度を活用したがん患者への
幅広い支援に取り組むとともに、先行
市における事例の情報収集を行い、本
市における事業展開について検討しま
す。

・国県の情報について
広報等で情報発信
・先行市における事例
の情報収集
・本市における事業展
開の検討

順調 継続

・国県の情報について広
報等で情報発信
・先行市における事例の
情報収集
・本市における事業展開
の検討

市広報やホームページで市民周知を
行った。その結果、がん患者医療用
ウィッグ等購入費支援事業助成金に
ついては、当初の想定（20件）を超
える実績（22件）に繋がった。

順調
引き続き、市民や団体、事業所に向けて、市
広報やホームページを活用して、周知を継続
していく。

継続

・国県の情報について広
報等で情報発信
・先行市における事例の
情報収集
・本市における事業展開
の検討

・国県の情報について広
報等で情報発信
・先行市における事例の
情報収集
・本市における事業展開
の検討

②

生活習慣病
予備軍の早
期発見、健
（検）診の
受診勧奨

女性特有のがんを予防するため、女性
のための検診日を設けるなど環境整備
に努めます。

女性特有のがんである、乳がん・子宮
がん検診を同時に実施できる女性のた
めの検診日を設け、検診を実施する。
また、同時に大腸がん検診も実施でき
るよう同時実施の日を設ける。

乳がん・子宮がん・大
腸がん検診を受診でき
る女性のための検診を
実施

順調 継続
乳がん・子宮がん・大腸
がん検診を受診できる女
性のための検診を実施

女性特有のがんである、乳がん・子
宮がん検診を同時に実施できる女性
のための検診日を設け、検診を実施
した。また、同時に大腸がん検診も
実施できるよう同時実施の日を設け
た。

順調
定員に満たない日程もあるため、がん検診受
診の再勧奨を行う等、検診の周知を行う必要
がある。

継続
乳がん・子宮がん・大腸
がん検診を受診できる女
性のための検診を実施

乳がん・子宮がん・大腸
がん検診を受診できる女
性のための検診を実施

健康政策課
健康づくり
Ｇ

市民課　医
療年金Ｇ

施策大綱  ：

健康政策課
健康づくり
Ｇ

健康政策課
健康づくり
Ｇ

施策の方向：

施 策 の 方 向

取組部署

取組概要
具体的取組

（Ｒ５－Ｒ８）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

担当課Ｇ
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3 疾病予防と重症化予防の推進

(２)介護予防の推進

年 度 計 画 評 価 方向性 年 度 計 画
年 度 末 実 績

（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
評 価 課 題 ・ 問 題 点 方 向 性 年 度 計 画 年 度 計 画

①
介護予防の
推進と支援

介護予防を推進するため、訪問型サー
ビス、通所型サービスについて市の広
報などで普及啓発を行うとともに、介
護支援専門員への研修などを通じて、
利用の促進を図ります。

鈴鹿亀山広域連合と連携し、市ホーム
ページ等で普及啓発を行うとともに、
事業対象者やケアマネジャー等に利用
を促すよう周知を行います。

総合事業の事業対象者
やケアマネジャー等に
対しての周知・利用の
促進

順調 継続

総合事業の事業対象者や
ケアマネジャー等に対し
ての周知・利用の促進

地域包括支援センターやケアマネ
ジャーにサービス利用について周知
行い、サービス利用につなぐことが
できた。

順調
引き続き地域包括支援センターなどに依頼
し、周知啓発を行う必要がある。

継続

総合事業の事業対象者や
ケアマネジャー等に対し
ての周知・利用の促進

総合事業の事業対象者や
ケアマネジャー等に対し
ての周知・利用の促進

①
介護予防の
推進と支援

生活不活発によるフレイル（虚弱）対
策として、行政情報番組やＩＣＴを活
用した介護予防の取り組みを図るとと
もに、老人クラブ活動やサロン活動な
どの地域の生きがいづくりを支援しま
す。

老人クラブ活動やサロン活動を支援す
るとともに、自主活動団体に対し、介
護予防活動が継続できるよう必要な支
援を行います。

介護予防を自主的に取
り組む団体の活動継続
への支援

順調 継続
介護予防を自主的に取り
組む団体の活動継続への
支援

自主活動グループに対し、介護予防
事業所等講師を派遣し、活動が継続
できるよう支援した。介護予防に取
り組む老人クラブに対して財政的支
援を行った。行政情報番組にて自宅
でできるフレイル予防体操を放映す
るとともにＨＰにもアップした。

順調
自主グループの活動が継続できるよう引き続
き専門的な講師の派遣を行う必要がある。

継続
介護予防を自主的に取り
組む団体の活動継続への
支援

介護予防を自主的に取り
組む団体の活動継続への
支援

①
介護予防の
推進と支援

高齢者が生き生きと元気に過ごせるよ
う、地域まちづくり協議会が行う
「ちょこボラ」を推進し、地域の元気
な高齢者が活躍し、地域での暮らしを
支え合う体制の構築、定着について支
援します。

地域住民が互いに支えあう生活支援活
動や住民主体の通いの場を充実させる
ため、地域まちづくり協議会が行う
「ちょこボラ」について、生活支援
コーディネーターと協働して推進し、
体制の構築・定着を図ります。

生活支援コーディネー
ターと連携した「ちょ
こボラ」の推進・体制
の構築

順調 継続

生活支援コーディネー
ターと連携した「ちょこ
ボラ」の推進・体制の構
築

生活支援コーディネーターと連携
し、既存の４地区での「ちょこボ
ラ」活動を推進した。また、新規に
「ちょこボラ」を立ち上げた川崎地
区まちづくり協議会の活動を支援し
た。

順調

ちょこボラの定着を図るため、引き続き生活
支援コーディネーターと連携し、既存地域内
での浸透や新規地区での活動を推進していく
必要がある。

継続

生活支援コーディネー
ターと連携した「ちょこ
ボラ」の推進・体制の構
築

生活支援コーディネー
ターと連携した「ちょこ
ボラ」の推進・体制の構
築

①
介護予防の
推進と支援

高齢者の趣味、交流、自己研鑽の場づ
くりとなる各種講座や、シルバー人材
センター等関係機関と連携し、豊かな
経験を活かした高齢者世代の市民の就
労支援により、高齢者の主体的な活動
促進につなげます。。

老人クラブ活動やサロン活動を支援す
るとともに、シルバー人材センターが
行うタブレット操作方法の教室など事
業を提供することによりシルバー人材
センターの雇用創出に繋げます。

シルバー人材センター
と連携した、高齢者の
主体的な活動の促進

順調 継続
シルバー人材センターと
連携した、高齢者の主体
的な活動の促進

シルバー人材センターと連携して、
地域のコミュニティセンター等で開
催するタブレット教室や介護予防ア
プリ操作方法説明会を開催すること
で、シルバー人材センターの雇用創
出及び高齢者の主体的な活動を促進
した。

順調

高齢者が支えられるだけでなく、高齢者を支
える側として意欲を持って活躍してもらえる
よう、引き続き、社会参加ができる場の提
供、高齢者同士の支え合い活動の創出などが
必要である。

継続
シルバー人材センターと
連携した、高齢者の主体
的な活動の促進

シルバー人材センターと
連携した、高齢者の主体
的な活動の促進

①
介護予防の
推進と支援

高齢者の居場所を広げるため、認知症
カフェなどを地域で開催するほか、主
催者の負担軽減を図る方策など、活動
のノウハウの普及やニーズとのマッチ
ングを図るための運営支援を行いま
す。

認知症予防の通いの場を強化するとと
もに、認知症地域支援推進員がサロン
や介護予防教室など地域の人が集まる
身近な場所に「出張カフェ」として出
向き認知症カフェの促進を図ります。

・カナリアカフェの運
営支援
・認知症カフェの促進

順調 継続
・カナリアカフェの運営
支援
・認知症カフェの促進

認知症地域支援推進員がサロンや介
護予防教室など地域の人が集まる身
近な場所に出向く「出張カフェ」に
ついて、R6年度は3回実施した。

順調
より参加しやすい通いの場となるよう、高齢
者の身近な地域での更なる活動が必要であ
る。

継続
・カナリアカフェの運営
支援
・認知症カフェの促進

・カナリアカフェの運営
支援
・認知症カフェの促進

①
介護予防の
推進と支援

コミュニティ・スクールによる地域と
学校との世代間交流等の機会を通じ
て、子どもたちと高齢者が触れ合える
機会づくりを進めます。

コミュニティ・スクール担当者及び委
員等の研修の場を活用し各校の特色に
あわせた世代間交流の機会（行事や取
組）の計画、実施を促します。

・各校の取組内容を把
握
・校長会、研修会等で
取組の実践を促す

順調 継続

・各校の取組内容を把握
・他校の取組や実践を校
長会や研修会等で共有
し、さらなる取組の充実
を促す

学校運営協議会委員や管理職、学校
運営協議会事務員等を対象に「防災
教育」に関する実践交流を通した研
修会を実施した。各校より44名が参
加した。

順調

各校それぞれが、児童生徒や地域等の実態に
応じた取組を実践できるよう、研修会等で交
流する機会を設定することが大切である。研
修会で参加者同士の交流の時間をさらに増や
し、各校の取組をお互いに情報交換できる機
会をとりたい。

継続

・各校の取組内容を把握
・他校の取組や実践を校
長会や研修会等で共有
し、さらなる取組の充実
を促す

・各校の取組内容を把握
・他校の取組や実践を校
長会や研修会等で共有
し、さらなる取組の充実
を促す

地域福祉課
高齢者支援
Ｇ

地域福祉課
高齢者支援
Ｇ

地域福祉課
高齢者支援
Ｇ

施 策 の 方 向

取組部署

取組概要
具体的取組

（Ｒ５－Ｒ８）

令和５年度 令和６年度

担当課Ｇ

地域福祉課
高齢者支援
Ｇ

地域福祉課
高齢者支援
Ｇ

学校教育課
学事教職員
Ｇ

施策大綱  ：

施策の方向：

令和７年度 令和８年度
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3 疾病予防と重症化予防の推進

(２)介護予防の推進

年 度 計 画 評 価 方向性 年 度 計 画
年 度 末 実 績

（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
評 価 課 題 ・ 問 題 点 方 向 性 年 度 計 画 年 度 計 画

①
介護予防の
推進と支援

高齢者の外出支援については、乗合タ
クシーに乗車することができない高齢
者に対しては、タクシー料金助成事業
を継続実施します。

乗合タクシーに乗車することができな
い高齢者に対し、タクシー料金の一部
を助成することで社会活動の促進を図
ります。

乗合タクシーに乗車す
ることができない高齢
者へのタクシー料金の
一部助成の継続

順調 継続

乗合タクシーに乗車する
ことができない高齢者へ
のタクシー料金の一部助
成の継続

乗合タクシーに乗車することができ
ない高齢者に対し、タクシー料金の
一部を助成し、社会活動の促進を
図った。
交付者数　112人

順調
引き続き、高齢者の社会活動の促進を図るた
め、タクシー料金の一部を助成する必要が
る。

継続

乗合タクシーに乗車する
ことができない高齢者へ
のタクシー料金の一部助
成の継続

乗合タクシーに乗車する
ことができない高齢者へ
のタクシー料金の一部助
成の継続

②
認知症予防
の推進

認知症の予防として脳の活動と体の運
動を同時に行うコグニサイズなどを中
心に認知症予防活動に努めます。

介護予防教室として、認知症のプログ
ラムを取り入れ、認知症予防の推進に
努めます。

認知症のプログラムを
取り入れた介護予防教
室の開催

順調 継続
認知症のプログラムを取
り入れた介護予防教室の
開催

介護予防教室として頭と身体を同時
に動かすコグニサイズを開催し、認
知症予防の推進に努めた。

順調
今後も認知症高齢者の増加が見込まれること
から、認知症予防の取り組みを強化する必要
がある。

継続
認知症のプログラムを取
り入れた介護予防教室の
開催

認知症のプログラムを取
り入れた介護予防教室の
開催

②
認知症予防
の推進

認知症を初期の段階で早期発見・早期
支援するため、カナリアチーム（認知
症初期集中支援チーム）と地域包括支
援センターとが連携して認知症初期の
支援体制の強化に努めます。

「認知症の相談はカナリアチームへ」
と、認知症の相談窓口や早期発見・治
療の重要性について市民へ周知すると
ともに、カナリアチームは認知症サ
ポート医やかかりつけ医、認知症疾患
医療センターと連携し、適切に医療や
介護サービスにつなげます。

認知症の相談窓口や早
期発見・治療の重要性
についての市民へ周知

順調 継続
認知症の相談窓口や早期
発見・治療の重要性につ
いての市民へ周知

定期的にチーム員会議を開催し、会
議での協議や医師からの助言をもと
に支援活動を実施した。また、イベ
ント等の機会に認知症に関する
チェックや相談ブースを設置し、認
知症の方の対応や認知症初期集中支
援チームについての周知を行った。

順調

今後も認知症高齢者の増加が見込まれること
から、認知症の高齢者を早期発見・早期支援
し、適切に医療や介護サービスに繋げていく
体制を強化する必要がある。

継続
認知症の相談窓口や早期
発見・治療の重要性につ
いての市民へ周知

認知症の相談窓口や早期
発見・治療の重要性につ
いての市民へ周知

地域福祉課
高齢者支援
Ｇ

施 策 の 方 向

取組部署

取組概要
具体的取組

（Ｒ５－Ｒ８）

令和５年度

担当課Ｇ

令和６年度

地域福祉課
高齢者支援
Ｇ

地域福祉課
高齢者支援
Ｇ

施策大綱  ：

施策の方向：

令和７年度 令和８年度
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3 疾病予防と重症化予防の推進

(３)高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の推進

年 度 計 画 評 価 方向性 年 度 計 画
年 度 末 実 績

（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
評 価 課 題 ・ 問 題 点 方 向 性 年 度 計 画 年 度 計 画

①

高齢者を支
えるネット
ワークの強
化

市に企画調整する保健師を配置し、庁
内関係部署間で情報や資源を共有し、
横断的に高齢者の保健事業と介護予防
の一体的実施に取り組みます。。

企画調整する保健師が中心となり、庁
内関係部署間で情報や資源の共有等の
ミーティングや勉強会などを定期的に
開催し、横断的な取り組みを実施して
いきます。

・庁内関係部署の定期
的な会議の開催
・スキルアップのため
の勉強会の実施
・各部署の事業の情報
共有及び活用方法の検
討

順調 継続

・庁内関係部署の定期的
な会議の開催
・スキルアップのための
勉強会の実施
・各部署の事業の情報共
有及び活用方法の検討

一体的実施推進会議　11回
ワーキング　10回
勉強会　3回
Logoチャットや共有フォルダなどを
活用し、会議だけではなく日常から
情報共有を行っている。

順調

引き続き、効率的・効果的な取組みが一体的
に実施できるよう情報共有を行うとともに、
各担当者のスキルアップに努める必要があ
る。

継続

・庁内関係部署の定期的
な会議の開催
・スキルアップのための
勉強会の実施
・各部署の事業の情報共
有及び活用方法の検討

・庁内関係部署の定期的
な会議の開催
・スキルアップのための
勉強会の実施
・各部署の事業の情報共
有及び活用方法の検討

①

高齢者を支
えるネット
ワークの強
化

関係団体との連携強化を図り、課題を
共有し共通の目的を持って、地域の実
情にあった保健事業を効果的かつ効率
的に展開していきます。

地域包括支援センター等の関係団体と
地域の健康課題などの情報共有を図
り、地域の実状や高齢者の状況に応じ
た支援ができる連携体制を進めていき
ます。

・地域包括支援セン
ターとの定期的な情報
共有
・支援や事業連携の実
施に向けての検討

順調 継続

・地域包括支援センター
との定期的な情報共有
・支援や事業連携の実施

地域包括支援センター保健師ワーキ
ングへの参加、また日頃から各地域
包括支援センターへの情報共有を図
り、連携強化に努めた。
地域のミニ講演会や出前トーク等の
開催時には地域包括支援センターへ
情報提供を行い、連携を図った。

順調

高齢者へのフレイル予防等の普及啓発におい
ては、介護予防の視点からも専門的なスキル
を持つ地域包括支援センターや各専門職団体
とも日頃から事業の報告や相談を行い、広く
普及啓発が行える体制を図っていく必要があ
る。

継続

・地域包括支援センター
との定期的な情報共有
・支援や事業連携の実施

・地域包括支援センター
との定期的な情報共有
・支援や事業連携の実施

①

高齢者を支
えるネット
ワークの強
化

地域の高齢者の全体像を把握し、地域
の医療関係団体等と包括的に地域の健
康課題に取り組みます。

医師会や歯科医師会をはじめとした医
療関係団体に健康課題等の情報提供を
行い、連携強化に努めるとともに、包
括的な事業に実施に取り組みます。

・医療関係団体に対す
る事業の情報提供
・医療関係団体が持つ
専門性知見を活かした
健康課題対策の推進

順調 継続

・医療関係団体に対する
事業の情報提供
・医療関係団体が持つ専
門性知見を活かした健康
課題対策の推進

保健衛生懇談会等での一体的実施事
業報告や医師会や歯科医師会・薬剤
師会への情報提供や事業に関する相
談などを積極的に行い、かめやま健
康セミナーや地域のミニ講演会など
連携強化に努めた。

順調

引き続き、健康課題に対して情報提供や相談
等を行い、専門的な知見でのアドバイスを受
け、事業連携を進めていくことが重要であ
る。

継続

・医療関係団体に対する
事業の情報提供
・医療関係団体が持つ専
門性知見を活かした健康
課題対策の推進

・医療関係団体に対する
事業の情報提供
・医療関係団体が持つ専
門性知見を活かした健康
課題対策の推進

②

高齢者に対
するきめ細
かな個別的
支援の実施
（ハイリス
クアプロー
チ）

国民健康保険の保健事業と後期高齢者
の保健事業が年齢により途切れること
がないよう接続し、重症化予防に取り
組みます。

前期高齢者などの国民健康保険世代か
らの継続した健康支援を行うために後
期高齢者の重症化予防事業を国民健康
保険Gと連携し、実施します。

・糖尿病性腎症重症化
予防事業の実施 順調 継続

・糖尿病性腎症重症化予
防事業の実施
・健康課題に応じた重症
化予防事業の検討

国民健康保険被保険者75歳到達者
（後期高齢者医療制度への移行者）
を対象者としたハイリスクアプロー
チ事業を実施した。（糖尿病性腎症
重症化予防事業、重複多剤服用通知
事業等）
また、糖尿病性腎症重症化予防事業
においては国民健康保険Gと医療セン
ターと検討を重ね効果的な事業連携
に努めた。

順調

国民健康保険の保健事業と後期高齢者の保健
事業が年齢により途切れることがないよう、
引き続き連携強化に努め、接続した事業を取
り組んでいく必要がある。

継続

・糖尿病性腎症重症化予
防事業の実施
・健康課題に応じた重症
化予防事業の検討

・糖尿病性腎症重症化予
防事業の実施
・健康課題に応じた重症
化予防事業の検討

②

高齢者に対
するきめ細
かな個別的
支援の実施
（ハイリス
クアプロー
チ）

国民健康保険の保健事業と後期高齢者
の保健事業が年齢により途切れること
がないよう接続し、重症化予防に取り
組みます。

国民健康保険から後期高齢者医療へ移
行する人についても継続した健康支援
を行うため、医療年金グループと連携
し重症化予防事業（ハイリスクアプ
ローチ）を実施します。

医療年金グループと連
携した重症化予防の取
組を実施

順調 継続
医療年金グループと連携
した重症化予防の取組を
実施

医療年金グループと連携し、糖尿病
性腎症重症化予防事業、重複・多剤
服用対象者通知事業及び生活習慣病
治療中断者受診勧奨事業において後
期高齢者に移行した人に対しても引
き続き個別支援を実施した。糖尿病
性腎症重症化予防事業については、
基礎となる糖尿病性腎症重症化予防
プログラムの改定を踏まえて事業構
築した。

順調

市立医療センター、医師会等の市内関係機関
と連携するとともに、三重県国民健康保険団
体連合会によるヘルスサポート研修会等での
情報を活用し、実態に即した事業内容を検討
していく必要がある。

継続
医療年金グループと連携
した重症化予防の取組を
実施

医療年金グループと連携
した重症化予防の取組を
実施

②

高齢者に対
するきめ細
かな個別的
支援の実施
（ハイリス
クアプロー
チ）

ＫＤＢシステム等を活用して、健診・
医療・介護等のデータを分析し、一人
ひとりの健康課題に応じたきめ細かな
個別支援につなげます。

医療年金グループと連携し、KDBシス
テムより後期高齢者を含めた重症化予
防・重複多剤投与等のハイリスク対象
者を抽出し、特に指導の必要性がある
者に対し、医療専門職による相談・指
導等の個別支援を実施します。

・KDBシステムを活用
した重症化予防・重複
多剤投与等のハイリス
ク対象者の抽出
・ハイリスク対象者へ
の個別支援の実施

順調 継続
医療年金グループと連携
した重症化予防の取組を
実施

KDBシステムを活用し、医療年金グ
ループとの連携により把握した後期
高齢者を含めた重症化予防・重複多
剤投与等のハイリスク対象者を抽出
し、特に指導の必要性がある者に医
療専門職による相談・指導等の個別
支援を実施した。（保健指導実施者
数：４人）

順調
引き続き医療年金G及び薬剤師会と連携し、服
薬状況の把握と対象者への効果的な通知方法
等について検討していく。

継続

・KDBシステムを活用し
た重症化予防・重複多剤
投与等のハイリスク対象
者の抽出
・ハイリスク対象者への
個別支援の実施

・KDBシステムを活用し
た重症化予防・重複多剤
投与等のハイリスク対象
者の抽出
・ハイリスク対象者への
個別支援の実施

市民課　医
療年金Ｇ

市民課　医
療年金Ｇ

市民課　医
療年金Ｇ

市民課　国
民健康保険
Ｇ

市民課　国
民健康保険
Ｇ

市民課　医
療年金Ｇ

施策の方向：

施 策 の 方 向

取組部署

取組概要
具体的取組

（Ｒ５－Ｒ８）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

担当課Ｇ

施策大綱  ：
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3 疾病予防と重症化予防の推進

(３)高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の推進

年 度 計 画 評 価 方向性 年 度 計 画
年 度 末 実 績

（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
評 価 課 題 ・ 問 題 点 方 向 性 年 度 計 画 年 度 計 画

②

高齢者に対
するきめ細
かな個別的
支援の実施
（ハイリス
クアプロー
チ）

ＫＤＢシステム等を活用して、健診・
医療・介護等のデータを分析し、一人
ひとりの健康課題に応じたきめ細かな
個別支援につなげます。

保健師等の医療専門職が健診・医療・
介護情報等を活用し、低栄養防止・重
症化予防の必要性のある者及び重複投
与者等のリスク者に対し、相談・指導
等の個別支援を実施します。

・国民健康保険と連携
し、健診・医療・介護
データより重症化予
防・重複多剤投与等の
ハイリスク対象者を抽
出
・ハイリスク対象者の
うち、特に指導の必要
性がある者に対し、医
療専門職による相談・
指導等の個別支援を実
施。

順調 継続

・KDBシステムを活用し
た重症化予防・重複多剤
投与等のハイリスク対象
者の抽出
・ハイリスク対象者への
個別支援の実施

ハイリスクアプローチ実施事業
・服薬（重複多剤服用通知事業）介
入者数　6名
・低栄養　介入者数　10名
・口腔　介入者数　15名
・身体的フレイル　3名
・重症化予防（糖尿病性腎症重症化
予防事業）　3名

順調

ハイリスクアプローチ事業を集団方式で実施
したが、参加者が少なかった。介入者数を増
やすためアプローチ方法や実施時期などを検
討する必要がある。

継続

・国民健康保険と連携
し、健診・医療・介護
データより重症化予防・
重複多剤投与者等のハイ
リスク対象者を抽出
・ハイリスク対象者につ
いては、個別のアプロー
チを実施
・特に指導の必要性のあ
る人に対しては医療専門
職による指導を実施

・国民健康保険と連携
し、健診・医療・介護
データより重症化予防・
重複多剤投与者等のハイ
リスク対象者を抽出
・ハイリスク対象者につ
いては、個別のアプロー
チを実施
・特に指導の必要性のあ
る人に対しては医療専門
職による指導を実施

②

高齢者に対
するきめ細
かな個別的
支援の実施
（ハイリス
クアプロー
チ）

健康状態が不明な高齢者の状態を把握
し、適切な医療・介護等のサービスや
保健事業へ接続します。

保健師等の医療専門職が健診・医療・
介護情報等を活用し、健康状態不明者
の把握を行うとともに、医療専門職に
よる個別支援を行い、必要な医療や介
護等のサービスへ繋げます。

・KDBを活用し、健
診・医療・介護の未利
用の健康状態不明者を
把握
・健康状態不明者にア
ンケート調査を実施
し、健康状態を把握
・フレイルハイリスク
者に対し、医療専門職
の個別支援を実施

順調 継続

・KDBを活用し、健診・
医療・介護の未利用の健
康状態不明者を把握
・健康状態不明者へのア
ンケート調査を実施し、
健康状態を把握
・フレイルハイリスク者
に対し、医療専門職の個
別支援を実施

健康状態不明者把握事業
対象者　123名
アンケート回収　47名
介入者数（訪問・電話等）　37名
必要応じて対象者には地域包括支援
センターや健診等のサービスに繋ぐ
等の支援を行った。

順調
保健師等のマンパワー不足により、訪問の実
施時期が遅れた。対象者選定や実施方法など
検討していく必要がある。

継続

・KDBを活用し、健診・
医療・介護の未利用の健
康状態不明者を把握
・健康状態不明者へのア
ンケート調査を実施し、
健康状態を把握
・フレイルハイリスク者
に対し、医療専門職の個
別支援を実施

・KDBを活用し、健診・
医療・介護の未利用の健
康状態不明者を把握
・健康状態不明者へのア
ンケート調査を実施し、
健康状態を把握
・フレイルハイリスク者
に対し、医療専門職の個
別支援を実施

③

医療専門職
による通い
の場等への
積極的関与
（ポピュ
レーション
アプロー
チ）

保健師などの医療専門職が地域のサロ
ン等へ出向き、フレイル予防の普及啓
発を行うとともに、運動・栄養・口腔
等の健康教育・健康相談を実施しま
す。

サロン団体へ医療専門職を講師として
派遣し、フレイル予防の普及啓発を行
い、地域における介護予防の取り組み
を促進します。

医療専門職と連携した
事業の実施
・サロン団体への講師
派遣
・フレイル予防の普及
啓発

順調 継続

医療専門職と連携した事
業の実施
・サロン団体への講師派
遣
・フレイル予防の普及啓
発

市民団体が実施するサロン等へ専門
職を派遣し、フレイル予防の普及啓
発を行った。
理学療法士　6回
看護師　　　1回
薬剤師　　　3回
作業療法士　1回

順調

さらにサロンへの周知に努め、市民のニーズ
に合った企画を創設し、事業を進めていく必
要がある。

継続

医療専門職と連携した事
業の実施
・サロン団体への講師派
遣
・フレイル予防の普及啓
発

医療専門職と連携した事
業の実施
・サロン団体への講師派
遣
・フレイル予防の普及啓
発

③

医療専門職
による通い
の場等への
積極的関与
（ポピュ
レーション
アプロー
チ）

保健師などの医療専門職が地域のサロ
ン等へ出向き、フレイル予防の普及啓
発を行うとともに、運動・栄養・口腔
等の健康教育・健康相談を実施しま
す。

保健師などの医療専門職が地域のサロ
ン等へ出向き、フレイル予防の普及啓
発を行うとともに、運動・栄養・口腔
等の健康教育・健康相談を実施しま
す。

・出前講座（かめやま
出前トーク）でのフレ
イル予防の講話等の実
施
・地域での健康教育・
健康相談の実施
・管理栄養士、歯科衛
生士、薬剤師等による
健康教育の実施

順調 継続

・出前講座（かめやま出
前トーク）でのフレイル
予防の講話等の実施
・地域での健康教育・健
康相談の実施
・管理栄養士、歯科衛生
士、薬剤師等による健康
教育の実施

まち協や老人クラブ、いきいきふれ
あいサロンの団体に対し、各団体が
利用できる案内文を作成し、代表者
等に配布した。また、関係部署が連
携し、フレイル予防の講話や健康教
育を実施した。
出前トーク（フレイル予防）
実施回数　25回　参加者数　453名
サロンへの講師派遣
実施回数　7回　参加者数　45名

順調

保健師などの医療専門職が地域のサロン等へ
出向き、フレイル予防の普及啓発を行うとと
もに、運動・栄養・口腔等の健康教育・健康
相談を実施します。

継続

・出前講座（かめやま出
前トーク）でのフレイル
予防の講話等の実施
・地域での健康教育・健
康相談の実施
・管理栄養士、歯科衛生
士、薬剤師等による健康
教育の実施

・出前講座（かめやま出
前トーク）でのフレイル
予防の講話等の実施
・地域での健康教育・健
康相談の実施
・管理栄養士、歯科衛生
士、薬剤師等による健康
教育の実施

③

医療専門職
による通い
の場等への
積極的関与
（ポピュ
レーション
アプロー
チ）

保健師などの医療専門職が地域のサロ
ン等へ出向き、フレイル予防の普及啓
発を行うとともに、運動・栄養・口腔
等の健康教育・健康相談を実施しま
す。

保健師などの医療専門職が地域のサロ
ン等へ出向き、フレイル予防の普及啓
発を行うとともに、運動・栄養・口腔
等の健康教育・健康相談を実施しま
す。

・出前講座（かめやま
出前トーク）でのフレ
イル予防の講話等の実
施
・地域での健康教育・
健康相談を実施

順調 継続

・出前講座（かめやま出
前トーク）でのフレイル
予防の講話等の実施
・地域での健康教育・健
康相談を実施

保健師などの医療専門職が地域のサ
ロン等へ出向き、フレイル予防の普
及啓発を行い、運動・栄養・口腔等
の健康教育を実施した。

順調
健康教育を希望する団体は、過去にも依頼が
ある団体が多いため、新たな団体、地域へ介
入していくことが課題である。

継続

・出前講座（かめやま出
前トーク）でのフレイル
予防の講話等の実施
・地域での健康教育・健
康相談を実施

・出前講座（かめやま出
前トーク）でのフレイル
予防の講話等の実施
・地域での健康教育・健
康相談を実施

市民課　医
療年金Ｇ

健康政策課
健康づくり
Ｇ

市民課　医
療年金Ｇ

地域福祉課
高齢者支援
Ｇ

市民課　医
療年金Ｇ

施 策 の 方 向

取組部署

取組概要
具体的取組

（Ｒ５－Ｒ８）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

担当課Ｇ

施策大綱  ：

施策の方向：
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3 疾病予防と重症化予防の推進

(３)高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の推進

年 度 計 画 評 価 方向性 年 度 計 画
年 度 末 実 績

（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
評 価 課 題 ・ 問 題 点 方 向 性 年 度 計 画 年 度 計 画

③

医療専門職
による通い
の場等への
積極的関与
（ポピュ
レーション
アプロー
チ）

あらゆる機会を通じ、フレイル状態に
ある高齢者等を把握し、保健指導等を
行い、高齢者の生活機能の向上に取り
組みます。

健康教育・健康相談の機会を通じ、フ
レイルチェック等を実施することで、
フレイル状態の高齢者等を把握し、高
齢者ひとり一人にあったアウトリーチ
支援を実施していきます。
※健康づくりG、高齢者支援Gと協働実
施

・健康教育等での高齢
者の質問票を活用した
フレイルチェックの実
施
・フレイルチェックで
ハイリスクとなった人
への個別支援の実施

順調 継続

・多職種連携研修会（地
域医療課開催）でフレイ
ル予防等の高齢者支援の
テーマを導入
・フレイルをテーマとし
た講演会等の開催

いきいきふれあいサロンの団体を対
象にフレイルチェックの実施
実施団体数　75団体　回答数　810人

また、各部署が効果的に取り組める
フレイルチェックの方法について検
討を行った。

順調

フレイル状態を気づき、自分事として認識で
きるフレイルチェックを導入し展開していく
ために、一体的の関係部署が連携し、取り組
む必要がある。

継続

・多職種連携研修会（地
域医療課開催）でフレイ
ル予防等の高齢者支援の
テーマを導入。
・フレイルをテーマとし
た講演会等の開催

・庁内関係部署が連携
し、フレイル予防の普及
啓発を協働実施
・フレイル予防の普及啓
発を9月と2月に重点的に
実施

③

医療専門職
による通い
の場等への
積極的関与
（ポピュ
レーション
アプロー
チ）

先進的な取り組みを学ぶ機会を持ち、
多職種が連携してフレイル予防を啓発
します。

講演会や研修会等の場を活用し、フレ
イル予防について学ぶ機会を持ち、多
職種が連携し、普及啓発に取り組みま
す。
また、庁内関係部署や地域包括支援セ
ンター等と連携し、地域住民へのフレ
イル予防の普及啓発に努めます。
※高齢者支援G、地域連携Gと協働実施

・多職種連携研修会
（地域医療課開催）で
フレイル予防等の高齢
者支援のテーマを導入
・フレイルをテーマと
した講演会等の開催

順調 継続

・庁内関係部署が連携
し、フレイル予防の普及
啓発を協働実施
・フレイル予防の普及啓
発を9月と2月に重点的に
実施

・関係部署連携による協働開催
かめやま健康セミナー　年12回　329
名
市民公開講座の開催　1回　325名
ミニ講演会の実施　5回　104名

市民公開講座では多職種にも周知を
図った。

順調

かめやま健康セミナーでは参加者が増加傾向
にあり、会場や内容等を検討していく必要が
ある。また、広く周知を図るために、多職種
にも周知を行い、支援する高齢者や多職種自
身への参加に繋げていくことが重要である。

継続

・庁内関係部署が連携
し、フレイル予防の普及
啓発を協働実施
・フレイル予防の普及啓
発を9月と2月に重点的に
実施

・庁内関係部署が連携
し、フレイル予防の普及
啓発を協働実施
・フレイル予防の普及啓
発を9月と2月に重点的に
実施

③

医療専門職
による通い
の場等への
積極的関与
（ポピュ
レーション
アプロー
チ）

高齢者が自らの健康状態に関心を持
ち、フレイル予防等に取り組むため
に、幅広い媒体を活用した積極的な情
報発信や意識啓発を行います。

広報・チラシ等の媒体を活用し、フレ
イル予防の普及啓発に努めます。
※国民健康保険G、健康づくりG、高齢
者支援G、地域連携Gと協働実施

・庁内関係部署が連携
し、フレイル予防の普
及啓発を協働実施
・フレイル予防の普及
啓発を9月と2月に重点
的に実施

順調 継続

・庁内関係部署が連携
し、フレイル予防の普及
啓発を協働実施
・フレイル予防の普及啓
発を9月と2月に重点的に
実施

関係部署間が連携し、フレイル予防
の普及啓発に努めた。
フレイル関係のチラシを作成、配
布。
図書館展示やイベント等での普及啓
発を実施。

順調
引き続き、関係部署間で効果的な普及啓発に
向けて協議していく必要がある。

継続

・庁内関係部署が連携
し、フレイル予防の普及
啓発を協働実施
・フレイル予防の普及啓
発を9月と2月に重点的に
実施

・庁内関係部署が連携
し、フレイル予防の普及
啓発を協働実施
・フレイル予防の普及啓
発を9月と2月に重点的に
実施

③

医療専門職
による通い
の場等への
積極的関与
（ポピュ
レーション
アプロー
チ）

地域の高齢者の支援者（地域包括セン
ター等）と連携して、多角的に高齢者
の生活の質の向上や社会参画を支援し
ます。

地域包括支援センターと連携し、高齢
者の生活の質の向上や社会参画を支援
します。

担当地域包括支援セン
ターと連携した介護予
防の普及啓発

順調 継続
担当地域包括支援セン
ターと連携した介護予防
の普及啓発

地域で認知症を身近に感じてもらえ
るようコミュニティカフェを開催し
認知症について考える機会を設ける
ことができた。
（年3回）

順調
引き続き地域包括支援センターと連携し、介
護予防の普及啓発に努める必要がある。

継続
担当地域包括支援セン
ターと連携した介護予防
の普及啓発

担当地域包括支援セン
ターと連携した介護予防
の普及啓発

市民課　医
療年金Ｇ

地域福祉課
高齢者支援
Ｇ

市民課　医
療年金Ｇ

市民課　医
療年金Ｇ

令和８年度

担当課Ｇ
施 策 の 方 向

取組部署

取組概要
具体的取組

（Ｒ５－Ｒ８）

令和５年度 令和６年度 令和７年度

施策大綱  ：

施策の方向：
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4 地域医療体制の充実

(１)多職種連携による地域包括ケアシステムの強化・充実

年 度 計 画 評 価 方向性 年 度 計 画
年 度 末 実 績

（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
評 価 課 題 ・ 問 題 点 方 向 性 年 度 計 画 年 度 計 画

①
多職種への
支援と連携
強化

多職種連携研修会議などを通じて医
療・介護関係者の顔の見える関係を構
築するとともに、関係者がスムーズに
情報連携できるようＩＣＴツールの利
用促進を行い、効果的かつ効率的な多
職種連携の強化を図ります。

ICTツールとしてバイタルリンクを活
用することで日常的な連携をより効率
的に行い、多職種間の連携強化及び連
携時の業務負担を軽減します。

・ICTツール（バイタ
ルリンク）継続運用
・バイタルリンク加入
状況の確認と課題の検
討

順調 継続
ICTツール（バイタルリ
ンク）継続運用

令和6年度は合計307事業所がバイタ
ルリンクを活用している。多職種間
での業務が効率的に進むよう、バイ
タルリンクの活用を推進していく。
・バイタルリンク新規登録事業所
40事業所

順調

掲示板機能には、在宅医療・介護連携に関す
る社会資源情報や、研修会等の、多職種が連
携するために必要な情報が掲載されているた
め、積極的に活用するよう、多職種が集まる
研修会で引き続き周知をしていく必要があ
る。

継続
ICTツール（バイタルリ
ンク）継続運用

ICTツール（バイタルリ
ンク）継続運用

①
多職種への
支援と連携
強化

在宅医療・介護連携を促進するため、
多職種への相談支援、多職種のスキル
アップを目的とした研修会の開催、医
療介護の資源の情報提供など、多職種
への支援を行います。

多職種からの在宅医療介護連携に関す
る相談に応じ、必要な情報の提供や共
有を行います。また、資質向上のため
の研修会を開催し、多職種の支援に努
めます。

多職種連携研修会（年
３回）

順調 継続
多職種連携研修会（年２
回）

医師会と共催で研修会を開催したこ
とで、たくさんの多職種の参加があ
り、普段交流機会が少ない医師や歯
科医師と親睦を深め、顔の見える関
係づくりの促進につながった。
多職種研修会　3回開催

順調
円滑な連携のために、多職種で垣根を越えて
親睦を深められるような研修会を引き続き開
催していく必要がある。

継続
多職種連携研修会（年２
回）

多職種連携研修会（年２
回）

①
多職種への
支援と連携
強化

個別課題の解決などを目的とする地域
個別ケア会議の開催に努め、民生委
員・児童委員、介護支援専門員や地域
代表者などと連携して個別事例の課題
解決を図ります。

地域包括支援センターが困難事例等に
対し、随時開催し、課題の発見や解
決、地域レベルの課題として抽出も行
います。

地域個別ケア会議の開
催（随時）

順調 継続
地域個別ケア会議の開催
（随時）

地域包括支援センターや民生委員、
地域の代表者などと連携し、高齢者
の個別ケースの課題について協議を
行い、課題解決に努めた。
（年3回）

順調

引き続き地域包括支援センターや民生委員、
地域の代表者などと連携し、高齢者の個別
ケースの課題について検討を行う必要があ
る。

継続
地域個別ケア会議の開催
（随時）

地域個別ケア会議の開催
（随時）

①
多職種への
支援と連携
強化

個別レベルの検討から把握された圏域
レベルの課題を集約・分析し、地域の
代表者や専門職を含めた「亀山市地域
ケア圏域会議」を開催して解決すべき
地域課題を明らかにします。

地域包括支援センターが地域レベルの
課題について検討し、課題の解決や地
域レベルでは解決出来ない課題等を抽
出します。

地域ケア推進会議の開
催
（年６回）

順調 継続
地域ケア推進会議の開催
（年４回）

地域ケア圏域会議を開催し、地域レ
ベルでは解決できない課題を抽出
し、高齢者福祉推進協議会におい
て、課題の解決に向け、必要な施
策・事業の立案の実施に繋げた。
（地域ケア圏域会議：年2回開催）

順調
引き続き、地域ケア個別会議では解決できな
い地域課題は、広域的な課題として解決を
図っていく必要がある。

継続
地域ケア推進会議の開催
（年４回）

地域ケア推進会議の開催
（年４回）

②
在宅医療へ
の理解促進

住み慣れた地域で最期まで暮らし続け
るための準備や看取りについて考える
機会となるよう、在宅医療や介護に関
する情報を広く市民に提供するための
講演会や出前講座等を行います。

各地域コミュニティセンターにおいて
講演会を開催、在宅医療の積極的な周
知啓発を行います。

・講演会（地域コミュ
ニティセンター）
・出前講座

順調 継続

・講演会（地域コミュニ
ティセンター）
・出前講座

講演会等を開催し、在宅医療や介護
の現状を知ってもらい、理解を深め
る啓発を行った。
〇市民公開講座　1回開催（参加者：
370名）
〇地域のミニ講演会　1回開催
〇かめやま健康セミナー　1回開催
〇出前講座　2回開催

順調

市民へ広がりのある周知啓発を行うため、引
き続きコミュニティセンターでの講演会開催
を進め、地域ぐるみで身近に在宅医療を考え
てもらうための機会をつくる必要がある。

継続

・講演会（地域コミュニ
ティセンター）
・出前講座

・講演会（地域コミュニ
ティセンター）
・出前講座

②
在宅医療へ
の理解促進

どのような人生の最期を迎えたいか等
について市民自らが考える機会となる
よう、「人生会議（ＡＣＰ：アドバン
ス・ケア・プランニング）」の普及啓
発に取り組みます。

市民に対しては、出前講座等の機会等
を活用し、周知啓発に取り組みます。
また、多職種に対しては、専門職とし
てのＡＣＰの知識向上、支える側の体
制づくりを推進します。

【市民啓発】
・出前講座
・講演会
・広報
【多職種】
・多職種連携研修会
・ＩＣＴを活用したＡ
ＣＰ連携の検討

順調 継続

【市民啓発】
・出前講座
・講演会
・広報
【多職種】
・多職種連携研修会

ＡＣＰの要素を取り入れたエンディ
ングノートを作成し、窓口以外にも
講座の機会を活用し配布を行った。
〇市広報2月号掲載

順調

ＡＣＰの知識があっても、実施するタイミン
グの難しさや本人・家族に精神的な苦痛が伴
う可能性、将来の予想の難しさがあり広がり
が難しい。ＡＣＰを実施するには、市民だけ
でなく、多職種への研修も必要である。

継続

【市民啓発】
・出前講座
・講演会
・広報
【多職種】
・多職種連携研修会

【市民啓発】
・出前講座
・講演会
・広報
【多職種】
・多職種連携研修会

地域医療課
地域連携Ｇ

地域医療課
地域連携Ｇ

地域福祉課
高齢者支援
Ｇ

地域福祉課
高齢者支援
Ｇ

地域医療課
地域連携Ｇ

地域医療課
地域連携Ｇ

施策大綱  ：

施策の方向：

施 策 の 方 向

取組部署

取組概要
具体的取組

（Ｒ５－Ｒ８）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

担当課Ｇ
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4 地域医療体制の充実

(１)多職種連携による地域包括ケアシステムの強化・充実

年 度 計 画 評 価 方向性 年 度 計 画
年 度 末 実 績

（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
評 価 課 題 ・ 問 題 点 方 向 性 年 度 計 画 年 度 計 画

②
在宅医療へ
の理解促進

高齢者を支える家族や支援者などに向
けて、在宅医療連携システム「かめや
まホームケアネット」や在宅医療・介
護連携に関する相談先などの情報発信
を行います。

在宅医療・介護連携に関する相談先の
情報発信を行い、「かめやまホームケ
アネット」の利用促進を図ります。

・亀山ホームぺージ
（継続）
・市広報11月号掲載
・出前講座の中での情
報発信

順調 継続

・亀山ホームぺージ（継
続）
・市広報11月号掲載
・出前講座の中での情報
発信

出前講座の中で市独自の在宅医療シ
ステムである「かめやまホームケア
ネット」の周知啓発に努めた。
〇出前講座　2回開催
〇ホームページに掲載し周知を行っ
ている

順調
引き続き、在宅医療の周知啓発と同時に、継
続した「かめやまホームケアネット」の周知
啓発を引き続き行う必要がある。

継続

・亀山ホームぺージ（継
続）
・市広報11月号掲載
・出前講座の中での情報
発信

・亀山ホームぺージ（継
続）
・市広報11月号掲載
・出前講座の中での情報
発信

地域医療課
地域連携Ｇ

施策大綱  ：

施 策 の 方 向

取組部署

取組概要
具体的取組

（Ｒ５－Ｒ８）

令和５年度

施策の方向：

令和６年度 令和７年度 令和８年度

担当課Ｇ
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4 地域医療体制の充実

(２)救急医療提供体制の充実

年 度 計 画 評 価 方向性 年 度 計 画
年 度 末 実 績

（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
評 価 課 題 ・ 問 題 点 方 向 性 年 度 計 画 年 度 計 画

①
応急診療の
実施

医療センターや亀山医師会、亀山歯科
医師会との連携・協力体制により、日
曜・祝日・年末年始や平日夜間時間外
の応急診療体制を確保します。

業務委託契約を締結し、本市の応急診
療体制を確保する。

・一次救急医療体制事
業業務委託契約締結
・年末年始歯科在宅医
制医療対策事業業務委
託契約締結

順調 継続

・一次救急医療体制事業
業務委託契約締結
・年末年始歯科在宅医制
医療対策事業業務委託契
約締結

計画通りに委託契約を締結し応急診
療体制を確保した。

順調

一次救急医療体制事業業務委託先である亀山
医師会員の医療機関の休診や閉院により、医
療資源の減少等の課題はあるが、亀山医師会
等の関係機関と連携しながら引き続き応急診
療体制の確保に務めっていく。

継続

・一次救急医療体制事業
業務委託契約締結
・年末年始歯科在宅医制
医療対策事業業務委託契
約締結

・一次救急医療体制事業
業務委託契約締結
・年末年始歯科在宅医制
医療対策事業業務委託契
約締結

①
応急診療の
実施

市内医療機関との連携を強化するとと
もに、二次救急医療機関である鈴鹿中
央総合病院、鈴鹿回生病院、市立医療
センターとの連携体制について、引き
続き維持します。

鈴鹿市及び各病院と情報共有及び協議
を行い、連携を強化する。

鈴鹿亀山地域救急医療
対策協議会出席

順調 継続
鈴鹿亀山地域救急医療対
策協議会出席

協議会への出席を行い、情報共有と
連携強化を図った。

順調
引き続き協議会への出席を行い、情報共有と
連携強化を図っていく。

継続
鈴鹿亀山地域救急医療対
策協議会出席

鈴鹿亀山地域救急医療対
策協議会出席

①
応急診療の
実施

救命率の向上を目指し、市立医療セン
ターと連携した救急ワークステーショ
ンの運用など、二次救急医療機関との
連携強化を図るとともに、三重大学医
学部附属病院への研修派遣などによる
救急救命士の知識、技術向上等に努め
ます。

救急ワークステーションについて、現
行の派遣型から常設体制への移行に関
する部内検討を実施後、派遣先である
亀山市立医療センターとの協議を行
い、今後の方向性を決定します。
また、地域メディカルコントロール協
議会が開催する症例検討会への参加や
三重大学医学部附属病院への研修派遣
を行います。

・救急ワークステー
ション運用（月4回）
・常設体制の部内検
討、医療センターとの
協議
・救急ワークステー
ション検証委員会開催
（年1回以上）
・地域メディカルコン
トロール協議会症例検
討会参加（年3回以
上）

順調 継続

・救急ワークステーショ
ン運用
・常設体制の部内検討、
医療センターとの協議
・地域メディカルコント
ロール協議会症例検討会
参加（年2回以上）
・三重大学医学部附属病
院研修派遣（1名）

救急ワークステーションの運用(47
回)や地域メディカルコントロール協
議会が主催する症例検討会(2回)への
参加をはじめ、三重大学医学部附属
病院研修に職員1名を派遣し、医療機
関との連携強化を図るとともに、救
急隊員の知識、技術の向上に努めま
した。一方、救急ワークステーショ
ンについては、関係する部署の体制
面の現状を鑑み、常設体制への移行
は行わないこととしました。

順調

救命率向上のためにはメディカルコントロー
ル体制の充実強化が不可欠であることから、
今後も、医療機関との連携強化や救急隊員の
知識、技術の向上に努める必要があります。

継続

・救急ワークステーショ
ン運用
・地域メディカルコント
ロール協議会症例検討会
参加（年2回以上）
・三重大学医学部附属病
院研修派遣（1名）

・救急ワークステーショ
ン運用
・地域メディカルコント
ロール協議会症例検討会
参加（年2回以上）
・三重大学医学部附属病
院研修派遣（1名）

②

救急時にお
ける相談窓
口の周知・
啓発等

市民への救急診療体制の周知と受診案
内の充実に努めます。

広報やホームページで市民へ救急診療
体制について周知啓発を行う。

ホームページ及び広報
掲載

順調 継続
ホームページ及び広報掲
載

毎月広報かめやま16日号に「一次救
急当番医」の掲載と市ホームページ
において同様の情報発信に努め周知
啓発を行った。

順調
課題・問題点は特になし。引き続き情報発信
に努める。

継続
ホームページ及び広報掲
載

ホームページ及び広報掲
載

②

救急時にお
ける相談窓
口の周知・
啓発等

「三重県救急医療情報センター（０５
９-２２９-１１９９）」、「みえ子ど
も医療ダイヤル（＃８０００）」など
広域的な相談窓口の周知を行います。

救急医療情報システム案内窓口等を市
広報誌、ZTV、消防本部のHPを活用し
て市民に周知します。

救急医療情報システム
案内窓口等の情報発信
（市広報誌2回、ZTV1
回、HP掲載内容確認）

順調 継続

救急医療情報システム案
内窓口等の情報発信
（市広報誌2回、ZTV1
回、HP掲載内容確認）

市広報誌(2回)、ZTV(1回)、消防本部
のHP、イベント(3回)を活用し、「三
重県救急医療情報センター」、「み
え子ども医療ダイヤル」など広域的
な相談窓口の周知を行いました。

順調

令和6年の救急出動件数が過去最多となった
が、軽症者の搬送割合が減少したことから一
定の効果があったと考えらます。しかし、依
然として軽症者の搬送割合が高いことから、
引き続き、市民により伝わるよう情報の提供
方法を検討する必要があります。

継続

救急医療情報システム案
内窓口等の情報発信
（ZTV1回、HP掲載内容確
認）

救急医療情報システム案
内窓口等の情報発信
（ZTV1回、HP掲載内容確
認）

②

救急時にお
ける相談窓
口の周知・
啓発等

「三重県救急医療情報センター（０５
９-２２９-１１９９）」、「みえ子ど
も医療ダイヤル（＃８０００）」など
広域的な相談窓口の周知を行います。

ホームページ及び広報において周知啓
発を行う。

ホームページ及び広報
掲載

順調 継続
ホームページ及び広報掲
載

毎月広報かめやま16日号に「一次救
急当番医」の掲載と市ホームページ
において同様の情報発信に努め周知
啓発を行った。

順調
課題・問題点は特になし。引き続き情報発信
に努める。

継続
ホームページ及び広報掲
載

ホームページ及び広報掲
載

健康政策課
健康づくり
Ｇ

消防総務課
消防救急Ｇ

健康政策課
健康づくり
Ｇ

消防総務課
消防救急Ｇ

健康政策課
健康づくり
Ｇ

健康政策課
健康づくり
Ｇ

施 策 の 方 向

取組部署

取組概要
具体的取組

（Ｒ５－Ｒ８）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

担当課Ｇ

施策大綱  ：

施策の方向：
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4 地域医療体制の充実

(２)救急医療提供体制の充実

年 度 計 画 評 価 方向性 年 度 計 画
年 度 末 実 績

（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
評 価 課 題 ・ 問 題 点 方 向 性 年 度 計 画 年 度 計 画

②

救急時にお
ける相談窓
口の周知・
啓発等

「三重県救急医療情報センター（０５
９-２２９-１１９９）」、「みえ子ど
も医療ダイヤル（＃８０００）」など
広域的な相談窓口の周知を行います。

「三重県救急医療情報センター（０５
９-２２９-１１９９）」、「みえ子ど
も医療ダイヤル（＃８０００）」など
広域的な相談窓口の周知を行います。

周知啓発の実施
・母子健康手帳交付時
・各種教室参加時
・妊婦教室
・育児相談
・乳児全戸訪問
・幼児健康診査等　等

順調 継続

周知啓発の実施
・母子健康手帳交付時
・各種教室参加時
・妊婦教室
・育児相談
・乳児全戸訪問
・幼児健康診査等　等

広報やホームページ、またチラシを
活用し周知を行った。
・母子健康手帳交付時　298人
・各種教室参加時
・妊婦教室　         　27人
・育児相談　　        423人
・乳児全戸訪問　    　332人
・幼児健康診査等　  　625人

順調
今後も継続し、関係機関と周知啓発及び情報
提供に努める必要がある。

継続

周知啓発の実施
・母子健康手帳交付時
・各種教室参加時
・妊婦教室
・育児相談
・乳児全戸訪問
・幼児健康診査等　等

周知啓発の実施
・母子健康手帳交付時
・各種教室参加時
・妊婦教室
・育児相談
・乳児全戸訪問
・幼児健康診査等　等

③
適切な受診
行動の促進

応急手当てに関する知識や技術、救急
車の適正利用に関する普及啓発を行い
ます。。

市内全ての小学校（5年生以上）に対
し、ジュニア救命士育成事業を実施す
るとともに、普通救命講習（心肺蘇生
法やAEDの取り扱い）の指導者を養成
するため、応急手当普及員講習を開催
します。また、各種行事をはじめ、市
広報誌等を通じて、救急車の適正利用
に関する理解と協力を市民に広く啓発
します。

・ジュニア救命士育成
事業
・応急手当普及員講習
開催（年1回）
・救急車の適正利用に
関する広報等
（イベント1回以上、
市広報誌2回、ZTV1
回）

順調 継続

・ジュニア救命士育成事
業
・応急手当普及員講習開
催（年1回）
・救急車の適正利用に関
する広報等
（イベント1回以上、市
広報誌2回、ZTV1回）

応急手当に関する知識や技術の普及
啓発のため、市内全ての小学校(347
名)に対してジュニア救命士育成事業
を実施するとともに、応急手当普及
員講習を開催し、普通救命講習の指
導者(11名)を養成しました。また、
防火フェアを含む各種イベント（3
回）、市広報誌(2回)、ZTV(1回)、ポ
スター掲示を通じて、幅広い年齢層
に対して救急車の適正利用に関する
普及啓発を行いました。,

順調

今後も、高齢化の推進等に伴い救急需要は増
大する可能性が高いことから、国の施策等を
注視し、関係部署と連携した取り組みを進め
る必要があります。

継続

・ジュニア救命士育成事
業
・応急手当普及員講習開
催（年1回）
・救急車の適正利用に関
する広報等
（イベント1回以上、
ZTV1回）

・ジュニア救命士育成事
業
・応急手当普及員講習開
催（年1回）
・救急車の適正利用に関
する広報等
（イベント1回以上、
ZTV1回）

③
適切な受診
行動の促進

迅速な救急活動に役立てるため、救急
医療情報キットの更新の呼びかけを行
います。

広報にて周知を行います。 広報掲載 順調 継続 広報掲載
広報かめやま10月16日号にて「救急
医療情報キット」の紹介記事を掲載
し周知を行った。

順調
課題・問題点は特になし。引き続き情報発信
に努める。

継続 広報掲載 広報掲載

④
かかりつけ
医等の普及
啓発

市民に身近なかかりつけ医を中心とし
て、診療所と病院とがそれぞれの機能
分担と連携を図り、市民に適切な医療
が提供されるよう、医療機能連携を促
進します。

各病院と情報共有及び協議を行い、連
携を強化し、市民に適切な医療が提供
されるよう医療機能連携を行う

鈴鹿亀山地域救急医療
対策協議会出席

順調 継続
鈴鹿亀山地域救急医療対
策協議会出席
市民周知

協議会への出席を行い、情報共有と
連携強化を図った。また、かかりつ
け医を持つことの大切さのパンフ
レットを活用し、かめやま健康セミ
ナー等で周知を行った。

順調
引き続き協議会への出席を行い、情報共有と
連携強化を図っていくとともに、市民への啓
発を継続していく。

継続
鈴鹿亀山地域救急医療対
策協議会出席

鈴鹿亀山地域救急医療対
策協議会出席

④
かかりつけ
医等の普及
啓発

市が主催するイベント等で、かかりつ
け医・歯科医・薬剤師の普及啓発を進
めます。

市が主催するイベント等で、かかりつ
け医・歯科医・薬剤師の普及啓発を行
う

救急記念行事にてかか
りつけ医・歯科医・薬
剤師の普及啓発

順調 継続
救急記念行事にてかかり
つけ医・歯科医・薬剤師
の普及啓発

令和6年9月12日に救急医療市民講座
を実施し普及啓発を行った。

順調
令和7年度も救急医療市民講座を実施し普及啓
発を行っていく。

継続
救急記念行事にてかかり
つけ医・歯科医・薬剤師
の普及啓発

救急記念行事にてかかり
つけ医・歯科医・薬剤師
の普及啓発

健康政策課
健康づくり
Ｇ

子ども未来
課　母子保
健Ｇ

消防総務課
消防救急Ｇ

健康政策課
健康づくり
Ｇ

健康政策課
健康づくり
Ｇ

施 策 の 方 向

取組部署

取組概要
具体的取組

（Ｒ５－Ｒ８）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

担当課Ｇ

施策大綱  ：

施策の方向：
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4 地域医療体制の充実

(３)市立医療センターを核とした地域医療の深化

年 度 計 画 評 価 方向性 年 度 計 画
年 度 末 実 績

（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
評 価 課 題 ・ 問 題 点 方 向 性 年 度 計 画 年 度 計 画

①
公立病院と
しての展開

公立医療機関として、公益性を確保
し、合理的かつ効率的な病院運営に努
めます。

公営企業である公立病院は、独立採算
が原則であり、健全で自立した経営基
盤を確立する必要があるため、合理的
かつ効率的な病院運営に努めます。

・安定的な収益の確保
・給食業務委託、寝具
等管理事業等複数年契
約の委託業務等の見直
しによる費用の削減

順調 継続

・安定的な収益の確保
・医事業務委託等複数年
契約の委託業務等の見直
しによる費用の削減

新型コロナウイルス感染症対策に係
る国庫補助金等が令和６年度以降廃
止となった。そのことから、より安
定的な収益の確保が必要となった。
滋賀医科大学と連携を継続して行
い、医業収益が増収となった。
支出については、委託料の仕様内容
の見直し等により経費を削減し経営
の健全化を図った。

順調

新型コロナウイルス感染症対策に係る国庫補
助金等が令和６年度以降は廃止されたことか
ら、より安定的な収益を確保する必要があ
る。
支出については、人件費の上昇や原材料費等
の高騰もあるため、節電や委託及び賃貸借契
約の仕様内容を見直す等、経費の節減に努め
る必要がある。

継続
・安定的な収益の確保
・LED化による光熱水費
等の費用の削減

・安定的な収益の確保
・LED化、節電による光
熱水費等の費用の削減

①
かかりつけ
医等の普及
啓発

安定的な医療提供のため、医師や看護
師の確保に努めるとともに、老朽化し
た施設の整備及び医療機器の更新を計
画的に実施し、市立医療センターの機
能強化を図ります。

安全・安心の医療を提供するため、医
師を始めとする医療従事者の安定確保
に努めるとともに、老朽化した施設・
設備及び医療機器の更新については、
状態や必要性、また、費用や財源等も
検討のうえ計画的に実施し、機能強化
を図ります。

・医師を始めとする医
療従事者の安定確保
・エレベーター改修工
事の設計・契約
・医療機器の更新計画
の策定

順調 継続

・医師を始めとする医療
従事者の安定確保
・エレベーター改修工事
の施工
・医療機器の更新計画に
基づき、老朽化した医療
機器の更新

滋賀医科大学や三重大学等と連携を
強化することにより、医師の安定確
保に努めた。
エレベータ改修工事を行った。
医療機器の更新については、現状を
把握し、更新計画を策定し、高額医
療機器を令和６年度に更新した。

順調

安定した医療を提供するためには、医師のみ
でなく看護師等の人材確保に努める必要があ
る。
また、病院の機能強化のため、計画的に施設
設備の整備・更新に取組む必要がある。

継続

・医師を始めとする医療
従事者の安定確保
・緊急性の高い工事の実
施
・医療機器の更新計画に
基づき、老朽化した医療
機器の更新

・医師を始めとする医療
従事者の安定確保
・緊急性の高い工事の実
施
・医療機器の更新計画に
基づき、老朽化した医療
機器の更新

①
公立病院と
しての展開

県の地域医療構想を踏まえながら、地
方公営企業法の全部適用のメリットを
生かした機動的かつ柔軟な病院運営を
行うことにより、経営の健全化を図り
ます。

総務省が示す「持続可能な地域医療提
供体制を確保するための公立病院経営
強化ガイドライン」に基づき、県の地
域医療構想を踏まえた「亀山市立医療
センター経営強化プラン」を策定し、
当該プランを推進するとともに、経営
の健全化を図ります。

亀山市立医療センター
経営強化プランの策
定・推進

順調 継続
亀山市立医療センター経
営強化プランの推進

「亀山市立医療センター経営強化プ
ラン」で設定した目標値が達成でき
るよう、人材の安定確保や経営の健
全化に取り組み、推進に努めた。

順調

「亀山市立医療センター経営強化プラン」で
設定した目標値が達成できるよう、人材の安
定確保や経営の健全化に取り組む必要があ
る。

継続
亀山市立医療センター経
営強化プランの推進

亀山市立医療センター経
営強化プランの推進

②
地域医療機
関との連携
強化

在宅医療の後方支援病院として、地域
包括ケア病床を活用した在宅復帰やレ
スパイト入院による在宅療養者及び介
護者の支援など、在宅医療を推進しま
す。

退院後も自宅で安心して療養できるよ
うに多職種と連携し、自宅療養のため
の環境を整える等入退院支援の充実に
取り組みます。

・地域包括病床を活用
したレスパイト入院の
受入れ
・多職種と連携した入
退院支援

順調 継続
地域包括病床を活用した
レスパイト入院の受入れ

レスパイト入院のみならず、入院を
必要とする患者に対して、早期に病
床を提供することができた。

順調
引き続き、レスパイト入院のみならず、入院
を必要とする患者に対して、早期に病床の提
供を行う必要がある。

継続
地域包括病床を活用した
レスパイト入院の受入れ

地域包括病床を活用した
レスパイト入院の受入れ

②
地域医療機
関との連携
強化

地域の医師会や医療機関との連携を図
り、市民の医療ニーズに対応できる医
療の提供体制の充実に取り組みます。

近隣の2次3次医療機関や地域の医師会
と連携を図りながら、医療センターの
機能を活用した医療の提供を行いま
す。

・2次3次医療機関や医
師会との連携
・医療機関間での連携
調整

順調 継続
2次3次医療機関や医師会
との連携

地域包括ケア病床を利用して、患者
の転院を受入れ、リハビリテーショ
ンや在宅調整を行い在宅復帰に繋い
だ。

順調
引き続き、地域包括ケア病床を利用して、患
者の転院を受入れ、リハビリテーションや在
宅調整を行う必要がある。

継続
2次3次医療機関や医師会
との連携

2次3次医療機関や医師会
との連携

②
地域医療機
関との連携
強化

亀山医師会や地域医療機関との連携強
化と役割分担によって、２４時間３６
５日の救急医療体制の充実強化を図り
ます。

亀山医師会等と連携・協力し、夜間時
間外及び日曜日・祝日の応急診療を引
き続き実施するとともに、救急告示病
院として救急医療体制の充実を図りま
す。

・亀山医師会や地域医
療機関との連携による
救急対応
・救急に対応する医師
等の確保

順調 継続

・亀山医師会や地域医療
機関との連携による救急
対応
・救急に対応する医師等
の確保

亀山医師会を通じて市内の医療機関
と連携し、夜間時間外及び日曜日・
祝日の応急診療を実施した。一次救
急としての時間外の応急診療を２２
９回、日曜日・祝日の応急診療を８
回実施した。また、他の医療機関と
の連携により、応急診療時の医師確
保に努めた。

順調
医療センターのみでは医師の確保は困難であ
るため、関係医療機関と引き続き連携してい
く必要がある。

継続

・亀山医師会や地域医療
機関との連携による救急
対応
・救急に対応する医師等
の確保

・亀山医師会や地域医療
機関との連携による救急
対応
・救急に対応する医師等
の確保

病院総務課
病院総務Ｇ

病院総務課
病院総務Ｇ

病院総務課
病院総務Ｇ

地域医療課
地域連携Ｇ

地域医療課
地域連携Ｇ

病院総務課
医事Ｇ

施策の方向：

施 策 の 方 向

取組部署

取組概要
具体的取組

（Ｒ５－Ｒ８）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

担当課Ｇ

施策大綱  ：
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4 地域医療体制の充実

(３)市立医療センターを核とした地域医療の深化

年 度 計 画 評 価 方向性 年 度 計 画
年 度 末 実 績

（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
評 価 課 題 ・ 問 題 点 方 向 性 年 度 計 画 年 度 計 画

③
大学との連
携による講
座の活用

市立医療センターの医師を確保し、地
域医療に貢献する研究や調査を行うた
め、三重大学との亀山地域医療学講座
を継続します。

三重大学に寄付講座を設置し、医師の
安定的な確保を行います。

寄附講座更新 順調 継続 寄附講座更新
寄附講座を設置し、医師の安定的な
確保を行い、市民の安心・安全に配
慮した医療を提供できた。

順調
今後も継続的に医師の安定的な確保を図るた
め、寄附講座を設置していく。

継続 寄附講座更新 寄附講座更新

③
大学との連
携による講
座の活用

市立医療センターの整形外科医師を確
保し、フレイル（虚弱）やロコモ（運
動器症候群）等の運動器疾患に対する
診療・研究・啓発を行うため、滋賀医
科大学とのスポーツ・運動器科学共同
研究講座を新たに開設します。

滋賀医科大学と共同研究講座設置協定
を締結する。

協定継続 順調 継続 協定継続

共同研究講座設置協定を締結し、医
師の安定的な確保を行い、市民公開
講座を開催するなど市民の安心・安
全に配慮した医療を提供できた。

順調
今後も継続的に医師の安定的な確保を図るた
め、市、市立医療センター、大学３者の連携
を密にしていく。

継続 協定継続 協定継続

健康政策課
健康づくり
Ｇ

健康政策課
健康づくり
Ｇ

令和６年度 令和７年度 令和８年度

担当課Ｇ
施 策 の 方 向

取組部署

取組概要
具体的取組

（Ｒ５－Ｒ８）

令和５年度

施策大綱  ：

施策の方向：
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5 感染症対策の推進

(１)感染症の予防推進

年 度 計 画 評 価 方向性 年 度 計 画
年 度 末 実 績

（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
評 価 課 題 ・ 問 題 点 方 向 性 年 度 計 画 年 度 計 画

①
感染症予防
のための普
及啓発

国の指針を踏まえ、県や鈴鹿保健所や
医療機関等の関係機関や保育所・小中
学校などの関係部署と連携し、感染症
に関わる情報や適切な感染対策につい
て周知啓発します。

国の指針を踏まえ、県や鈴鹿保健所や
医療機関等の関係機関や保育所・小中
学校などの関係部署と連携し、感染症
に関わる情報や適切な感染対策ができ
るように周知します。

ホームページ,広報等
適切な媒体にて市民に
周知啓発

順調 継続
ホームページ,広報等適
切な媒体にて市民に周知
啓発

広報にて、３回感染症対策に対して
啓発を行うとともに、市ホームペー
ジについても「みんなでできる感染
症対策」について、内容の充実を
図った。

順調
三重県感染症情報センター等から、最新の感
染情報を取得し、引き続き市広報やホーム
ページにて情報発信に努める。

継続
ホームページ,広報等適
切な媒体にて市民に周知
啓発

ホームページ,広報等適
切な媒体にて市民に周知
啓発

①
感染症予防
のための普
及啓発

国の指針を踏まえ、県や鈴鹿保健所や
医療機関等の関係機関や保育所・小中
学校などの関係部署と連携し、感染症
に関わる情報や適切な感染対策につい
て周知啓発します。

国の指針を踏まえ、県や鈴鹿保健所や
医療機関等の関係機関や保育所・小中
学校などの関係部署と連携し、感染症
に関わる情報や適切な感染対策につい
て周知啓発する。

各小中学校への情報等
の周知

順調 継続
各小中学校への情報等の
周知

三重県教育委員会や亀山医師会等か
らの感染症対策に関する情報等につ
いて、各小中学校へ周知を行った。

順調
感染症の動向は変化が早く、速やかな対応が
必要である。

継続
各小中学校への情報等の
周知

各小中学校への情報等の
周知

①
感染症予防
のための普
及啓発

国の指針を踏まえ、県や鈴鹿保健所や
医療機関等の関係機関や保育所・小中
学校などの関係部署と連携し、感染症
に関わる情報や適切な感染対策につい
て周知啓発します。

県、鈴鹿保健所や医療機関等の関係機
関や小中学校などの関係部署と連携
し、毎月開催される園長会議等を活用
して、感染症対策に関わるさまざまな
情報共有を行います。

・毎月開催される園長
会議等を活用した感染
症対策に関する情報共
有

順調 継続
毎月開催される園長会議
等を活用した感染症対策
に関する情報共有

関係機関や関係部署と連携し、毎月
開催される園長会議等を活用して、
感染症対策に関わるさまざまな情報
共有を行った。

順調
今後も継続した感染症対策を行うために、毎
月開催される園長会議等を活用した情報共有
を行う必要がある。

継続
毎月開催される園長会議
等を活用した感染症対策
に関する情報共有

毎月開催される園長会議
等を活用した感染症対策
に関する情報共有

①
感染症予防
のための普
及啓発

園児・児童・生徒の年齢に応じた手洗
い、うがい、咳エチケットなどの指導
を行い、集団発生を予防します。

児童・生徒の年齢に応じた手洗い、う
がい、咳エチケットなどの掲示物や指
導を行い、啓発する

周知啓発の実施
・手洗場等に手洗いの
方法を掲示
・保健たより等

順調 継続

周知啓発の実施
・手洗場等に手洗いの方
法を掲示
・保健たより等

場や状況、児童生徒の発達段階に応
じた手洗い、うがい等の感染症予防
対策を教育活動全体を通じて行うよ
う各学校へ指導・助言を行った。

順調 継続して取り組む。 継続

周知啓発の実施
・手洗場等に手洗いの方
法を掲示
・保健たより等

周知啓発の実施
・手洗場等に手洗いの方
法を掲示
・保健たより等

①
感染症予防
のための普
及啓発

園児・児童・生徒の年齢に応じた手洗
い、うがい、咳エチケットなどの指導
を行い、集団発生を予防します。

県、鈴鹿保健所や医療機関等の関係機
関等と連携し、幼少期から、病気を予
防するための手洗い、うがい、咳エチ
ケットなどの健康的な生活に必要な基
本的な習慣を身につけさせるための指
導を行います。

指導計画に基づく各年
齢児に応じた感染症予
防のための手洗い、う
がい、咳エチケットな
どの基本的な生活習慣
の指導

順調 継続

指導計画に基づく各年齢
児に応じた感染症予防の
ための手洗い、うがい、
咳エチケットなどの基本
的な生活習慣の指導

保育所等において、病気を予防する
ための手洗い、うがい、咳エチケッ
トなどの健康的な生活に必要な基本
的な習慣を身につけさせるための指
導を行った。

順調

引き続き指導計画に基づく各年齢児に応じた
感染症予防のための手洗い、うがい、咳エチ
ケットなどの基本的な生活習慣の指導が必要
である。

継続

指導計画に基づく各年齢
児に応じた感染症予防の
ための手洗い、うがい、
咳エチケットなどの基本
的な生活習慣の指導

指導計画に基づく各年齢
児に応じた感染症予防の
ための手洗い、うがい、
咳エチケットなどの基本
的な生活習慣の指導

②
地域での流
行の防止

亀山医師会と連携して定期予防接種の
接種体制を整備し、適切な定期予防接
種の機会の提供に取り組むとともに、
対象者への積極的勧奨を行います。

亀山医師会と連携して定期予防接種の
接種体制を整備し、適切な定期予防接
種の機会の提供に取り組むとともに、
対象者への積極的勧奨を行います。

・亀山医師会と連携し
定期予防接種を実施
・対象者への通知

順調 継続
・亀山医師会と連携し定
期予防接種を実施
・対象者への通知

・亀山医師会と予防接種について契
約を結び、定期予防接種の機会の提
供ができるように整備を行った。

順調 課題・問題点は特になし。 継続
・亀山医師会と連携し定
期予防接種を実施
・対象者への通知

・亀山医師会と連携し定
期予防接種を実施
・対象者への通知

健康政策課
健康づくり
Ｇ

学校教育課
教育支援Ｇ

健康政策課
健康づくり
Ｇ

教育総務課
保健給食Ｇ

子ども未来
課　子ども
総務Ｇ

子ども未来
課　子ども
総務Ｇ

施策大綱  ：

施 策 の 方 向

取組部署

取組概要
具体的取組

（Ｒ５－Ｒ８）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

担当課Ｇ

施策の方向：
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5 感染症対策の推進

(１)感染症の予防推進

年 度 計 画 評 価 方向性 年 度 計 画
年 度 末 実 績

（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
評 価 課 題 ・ 問 題 点 方 向 性 年 度 計 画 年 度 計 画

②
地域での流
行の防止

亀山医師会と連携して定期予防接種の
接種体制を整備し、適切な定期予防接
種の機会の提供に取り組むとともに、
対象者への積極的勧奨を行います。

亀山医師会と連携して定期予防接種の
接種体制を整備し、適切な定期予防接
種の機会の提供に取り組むとともに、
対象者への積極的勧奨を行います。

・亀山医師会と連携し
定期予防接種を実施
・対象者への通知

順調 継続
・亀山医師会と連携し定
期予防接種を実施
・対象者への通知

亀山医師会と連携し定期予防接種を
実施した。対象者には個別の通知を
送付し、積極的な勧奨を行った。

順調

今後も継続し、亀山医師会と連携し定期予防
接種事業を適切に進め、感染症予防に繋げて
いく必要がある。また、国の動向及び地域の
状況を鑑みて突如迅速な対応を余儀なくされ
ることがあり、準備期間無く対応が必要とな
ることがある。

継続
・亀山医師会と連携し定
期予防接種を実施
・対象者への通知

・亀山医師会と連携し定
期予防接種を実施
・対象者への通知

②
地域での流
行の防止

市の広報やホームページ等を活用した
周知啓発のほか、健康講座や母子保健
教室などの機会を利用し接種勧奨に努
めます。

市の広報やホームページ等を活用した
周知啓発のほか、窓口等での市民への
直接的な接種勧奨に努めます。

・地域の教室や出前講
座で感染症予防につい
て周知を図るとともに
予防接種の情報提供を
行う

順調 継続

・地域の教室や出前講座
で感染症予防について周
知を図るとともに予防接
種の情報提供を行う

かめやま出前トークで２回で感染症
予防や予防接種について情報提供を
行った。

順調
引き続き、広報やホームページを活用するほ
か、かめやま出前トークや出前講座など地域
での情報提供を行う。

継続

・地域の教室や出前講座
で感染症予防について周
知を図るとともに予防接
種の情報提供を行う

・地域の教室や出前講座
で感染症予防について周
知を図るとともに予防接
種の情報提供を行う

②
地域での流
行の防止

市の広報やホームページ等を活用した
周知啓発のほか、健康講座や母子保健
教室などの機会を利用し接種勧奨に努
めます。

市の広報やホームページ等を活用した
周知啓発のほか、個別通知や幼児健康
診査時に接種状況を確認し、未実施分
について接種勧奨を行います。

・広報等啓発
・個別通知
・幼児健康診査時の接
種勧奨

順調 継続

・広報等啓発
・個別通知
・幼児健康診査時の接種
勧奨

・対象者には個人通知を送付し積極
的な勧奨に努めた。また健康づくり
のてびき、広報紙等で広く情報発信
に努めた。また、幼児健康診査時や
育児相談時等に接種状況を確認し未
実施の方については接種勧奨を行っ
た。

順調

今後も継続し、市広報、ホームページで周知
啓発及び対象者には個別通知を行う。また引
き続き、接種時期が到来しているが忘れてい
る事のないよう、幼児健康診査時等に接種状
況を確認し接種勧奨を行っていく必要があ
る。

継続

・広報等啓発
・個別通知
・幼児健康診査時の接種
勧奨

・広報等啓発
・個別通知
・幼児健康診査時の接種
勧奨

②
地域での流
行の防止

予防接種や感染症対策に関する情報提
供や、保育所、幼稚園などの関連施設
との連携を図り、未接種者への周知啓
発を行います。

予防接種や感染症対策に関する情報提
供や、保育所、幼稚園などの関連施設
との連携を図り、未接種者への周知啓
発を行う。

・市内医療機関等に接
種についてポスター掲
示等で周知啓発を行う

順調 継続
・市内医療機関等に接種
についてポスター掲示等
で周知啓発を行う

市内医療機関２５か所にポスターを
掲示した。

順調 課題・問題点はなし。 継続
・市内医療機関等に接種
についてポスター掲示等
で周知啓発を行う

・市内医療機関等に接種
についてポスター掲示等
で周知啓発を行う

②
地域での流
行の防止

予防接種や感染症対策に関する情報提
供や、保育所、幼稚園などの関連施設
との連携を図り、未接種者への周知啓
発を行います。

保育所、幼稚園などの関連施設との連
携を図り、MR２期定期接種未接種者へ
の積極的な接種勧奨を行います。

・個人通知（対象年齢
到達の毎年４月頃）
・接種案内の配布（年
数回）
・園と連携した接種勧
奨

順調 継続

・個人通知（対象年齢到
達の毎年４月頃）
・接種案内の配布（年数
回）
・園と連携した接種勧奨

対象年齢の児に二次元コード付接種
案内及び個人通知を行った。

順調

今後も、保育所、幼稚園などの関連部署との
連携を図り進めるが、接種に応じない人が毎
年一定数存在することや、忘れていることが
ないよう周知を行っていく必要がある。

継続

・個人通知（対象年齢到
達の毎年４月頃）
・接種案内の配布（年数
回）
・園と連携した接種勧奨

・個人通知（対象年齢到
達の毎年４月頃）
・接種案内の配布（年数
回）
・園と連携した接種勧奨

②
地域での流
行の防止

予防接種や感染症対策に関する情報提
供や、保育所、幼稚園などの関連施設
との連携を図り、未接種者への周知啓
発を行います。

感染症予防推進のため、保育所等の園
長会議を通じて、予防接種や感染症対
策に関する情報共有を行うとともに、
未接種者の保護者等に対し予防接種案
内等の通知文書を配付することにより
周知啓発の機会を提供します。

・毎月開催される園長
会議等を活用した予防
接種や感染症対策に関
する情報共有
・保育所等を通じた未
接種者への通知文書配
付による周知機会の提
供

順調 継続

・毎月開催される園長会
議等を活用した予防接種
や感染症対策に関する情
報共有
・保育所等を通じた未接
種者への通知文書配付に
よる周知機会の提供

感染症予防推進のため、保育所等の
園長会議を通じて、予防接種や感染
症対策に関する情報共有を行うとと
もに、未接種者の保護者等に対し予
防接種案内等の通知文書を配付する
ことにより周知啓発の機会を提供し
た。

順調
今後も保育所等の園長会議を通じて、予防接
種や感染症対策に関する情報共有を行うこと
が必要である。

継続

・毎月開催される園長会
議等を活用した予防接種
や感染症対策に関する情
報共有
・保育所等を通じた未接
種者への通知文書配付に
よる周知機会の提供

・毎月開催される園長会
議等を活用した予防接種
や感染症対策に関する情
報共有
・保育所等を通じた未接
種者への通知文書配付に
よる周知機会の提供

健康政策課
健康づくり
Ｇ

健康政策課
健康づくり
Ｇ

子ども未来
課　母子保
健Ｇ

子ども未来
課　母子保
健Ｇ

子ども未来
課　子ども
総務Ｇ

子ども未来
課　母子保
健Ｇ

施策大綱  ：

施策の方向：

施 策 の 方 向

取組部署

取組概要
具体的取組

（Ｒ５－Ｒ８）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

担当課Ｇ
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5 感染症対策の推進

(１)感染症の予防推進

年 度 計 画 評 価 方向性 年 度 計 画
年 度 末 実 績

（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
評 価 課 題 ・ 問 題 点 方 向 性 年 度 計 画 年 度 計 画

②
地域での流
行の防止

予防接種や感染症対策に関する情報提
供や、保育所、幼稚園などの関連施設
との連携を図り、未接種者への周知啓
発を行います。

感染症に関する情報提供や衛生資材の
配布を行う。

各学校への衛生資材の
配布

順調 継続
各学校への衛生資材の配
布

各学校への手指消毒用のアルコール
や手洗い用の泡石けん、マスクや健
診用ゴム手袋等の在庫管理を行い、
不足がないよう各学校へ配布した。

順調
在庫管理を徹底し消耗品の不足が生じないよ
う注意する。

継続
各学校への衛生資材の配
布

各学校への衛生資材の配
布

②
地域での流
行の防止

インフルエンザ、おたふくかぜ、ＤＰ
Ｔ、高齢者肺炎球菌（定期接種外）、
ＭＲ（定期接種外）、水痘（定期接種
外）に加え、新たに帯状疱疹の予防接
種について、費用の一部助成を行うこ
とで、感染予防につなげます。

インフルエンザ、高齢者肺炎球菌（定
期接種外）に加え、新たに帯状疱疹の
予防接種について、費用の一部助成を
行うことで、感染予防につなげてい
く。

・健康づくりのてび
き、広報等での情報発
信
・任意予防接種の一部
助成実施

順調 継続

・健康づくりのてびき、
広報等での情報発信
・任意予防接種の一部助
成実施

インフルエンザ３５５人（１回目の
み計上）、高齢者肺炎球菌１２５
人、帯状疱疹生ワクチン４１人、不
活化ワクチン２９６人（１回目のみ
計上）の予防接種について費用の一
部助成を行い、感染予防、重症化予
防につなげた。

順調
課題・問題点は特になし。引き続き情報発信
に努める。

継続

・健康づくりのてびき、
広報等での情報発信
・任意予防接種の一部助
成実施

・健康づくりのてびき、
広報等での情報発信
・任意予防接種の一部助
成実施

②
地域での流
行の防止

インフルエンザ、おたふくかぜ、ＤＰ
Ｔ、高齢者肺炎球菌（定期接種外）、
ＭＲ（定期接種外）、水痘（定期接種
外）に加え、新たに帯状疱疹の予防接
種について、費用の一部助成を行うこ
とで、感染予防につなげます。

インフルエンザ、おたふくかぜ、ＤＰ
Ｔ、ＭＲ（定期接種外）、水痘（定期
接種外）について、費用の一部助成を
行うことで、感染予防につなげてい
く。

・健康づくりのてび
き、広報等での情報発
信
・任意予防接種の一部
助成実施

順調 継続

・健康づくりのてびき、
広報等での情報発信
・任意予防接種の一部助
成実施

健康づくりのてびき、広報等での情
報発信・任意予防接種の一部助成の
実施を行った。
水痘　　　　　　 　10人
おたふくかぜ　    322人
インフルエンザ  1,630人
MR定期漏れ　　　    6人
DPT　　           306人

順調
今後も健康づくりのてびき、広報等での情報
発信や任意予防接種の一部助成を継続して実
施し、感染予防に繋げていく必要がある。

継続

・健康づくりのてびき、
広報等での情報発信
・任意予防接種の一部助
成実施

・健康づくりのてびき、
広報等での情報発信
・任意予防接種の一部助
成実施

②
地域での流
行の防止

感染症に関する情報を発信するととも
に、予防接種の意義や副反応などにつ
いての周知啓発を行います。

感染症に関する情報を、広報やホーム
ページで発信を行う。また、対象者に
個別に郵送にて周知を図る。

・予診票の内容を確認
し、裏面の注意書きや
広報、ホームページな
どで、副反応について
の周知を行う

順調 継続

・予診票の内容を確認
し、裏面の注意書きや広
報、ホームページなど
で、副反応についての周
知を行う

ホームページに予防接種の意義につ
いて記載した。
予診票裏面に副反応について記載し
啓発を行った。

順調
課題・問題点は特になし。引き続き情報発信
に努める。

継続

・予診票の内容を確認
し、裏面の注意書きや広
報、ホームページなど
で、副反応についての周
知を行う

・予診票の内容を確認
し、裏面の注意書きや広
報、ホームページなど
で、副反応についての周
知を行う

②
地域での流
行の防止

感染症に関する情報を発信するととも
に、予防接種の意義や副反応などにつ
いての周知啓発を行います。

感染症に関する情報を、広報やホーム
ページで発信を行う。また、対象者に
個別に郵送にて周知を図る。

・健康づくりのてび
き、広報等での情報発
信
・対象者への個人通知

順調 継続
・健康づくりのてびき、
広報等での情報発信
・対象者への個人通知

健康づくりのてびき、広報等での情
報発信・任意予防接種の一部助成の
実施を行った。
水痘　　　　　　 　10人
おたふくかぜ　    322人
インフルエンザ  1,630人
MR定期漏れ　　　    6人
DPT　　           306人

順調
今後も健康づくりのてびき、広報等での情報
発信や任意予防接種の一部助成を継続して実
施し、感染予防に繋げていく必要がある。

継続
・健康づくりのてびき、
広報等での情報発信
・対象者への個人通知

・健康づくりのてびき、
広報等での情報発信
・対象者への個人通知

子ども未来
課　母子保
健Ｇ

子ども未来
課　母子保
健Ｇ

健康政策課
健康づくり
Ｇ

健康政策課
健康づくり
Ｇ

教育総務課
保健給食Ｇ

施策大綱  ：

施策の方向：

施 策 の 方 向

取組部署

取組概要
具体的取組

（Ｒ５－Ｒ８）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

担当課Ｇ
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5 感染症対策の推進

(２)コロナ禍からポストコロナ時代への対応

年 度 計 画 評 価 方向性 年 度 計 画
年 度 末 実 績

（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）
評 価 課 題 ・ 問 題 点 方 向 性 年 度 計 画 年 度 計 画

①

新型コロナ
ウイルス感
染症対策の
徹底

県や鈴鹿保健所との連携のもと、新型
コロナウイルス感染症対策本部を核と
した全庁体制により、国の方針を踏ま
えた適切な対策に取り組みます。

感染症法の改正により、令和5年5月8
日をもって市対策本部は解散したが、
状況に応じてホームページや広報等、
適切な媒体で市民への周知を行いま
す。

状況に応じてホーム
ページ等での情報発信

順調 達成

①

新型コロナ
ウイルス感
染症対策の
徹底

新型コロナウイルス感染症の拡大抑止
のため、市立医療センターにおける発
熱外来やＰＣＲ検査などの診療検査体
制の強化を図ります。

新型コロナウイルス感染症の感染状況
や国の方針等を注視し、県等の関係機
関と連携のもと、状況に応じ診療・検
査体制の強化を図ります。

・発熱外来やＰＣＲ検
査等の診療・検査体制
の維持
・新型コロナ等の感染
症に対応した外来及び
入院体制の運用

順調 達成

①

新型コロナ
ウイルス感
染症対策の
徹底

国等の方針を踏まえ、亀山医師会との
連携を図りながら、全庁的な体制によ
り新型コロナウイルスワクチン接種を
進めます。

国の方針に迅速に対応し、新型コロナ
ウイルス感染症の発症予防・重症化予
防を進めるため、亀山医師会をはじ
め、関係機関との連携、協力のもと、
新型コロナウイルスワクチン接種を総
合保健福祉センター「あいあい」及び
市立医療センターにおいて実施し、接
種体制を確保します。

・総合保健福祉セン
ター「あいあい」での
集団接種
・市立医療センターで
の個別接種
※令和5年度末にて終
了予定

順調 達成

①

新型コロナ
ウイルス感
染症対策の
徹底

適切な情報管理のもとで、正しい情報
周知を図ることで、風評被害や誹謗中
傷が発生しないよう努めます。

ホームページにおいて、正確な情報を
発信する。

ホームページにて周知 順調 達成

②
ポストコロ
ナ時代への
対応

基本的な感染防止対策が一層浸透する
よう、多様な媒体を活用した情報発信
と機会を捉えた情報提供による市民の
意識醸成を図ります。

国や県の情報を常に注視し、市民へ周
知します。

ホームページにて周知 順調 継続 ホームページにて周知

市ホームページ「新型コロナウイル
ス感染症関連情報」について、「令
和6年4月以降の対応として」最新の
内容に見直しを行った。

順調
課題・問題点は特になし。引き続き、新型コ
ロナウイルス感染症等を含めた感染症につい
て情報発信に努める。

継続 ホームページにて周知 ホームページにて周知

②
ポストコロ
ナ時代への
対応

新たな感染症が発生した場合に備え、
県や鈴鹿保健所など関係機関と連携強
化を図るとともに、対策の核となる人
材である保健師の育成・充実に努めま
す。

県や鈴鹿保健所等の関係機関と連携強
化に努め、保健師は感染症に関する研
修会などに積極的に参加し最新の情報
収集に努める

・関係機関との連携強
化
・研修会での保健師の
知識習得

順調 継続
・関係機関との連携強化
・研修会での保健師の知
識習得

新たな感染症が発生した場合に備
え、県や鈴鹿保健所が主催する、感
染症ネットワーク会議に参加するな
ど関係機関と連携強化を図るととも
に、対策の核となる人材である保健
師の育成・充実に努めた。

順調
課題・問題点はなし。引き続き、県や鈴鹿保
健所等との関係強化に努め、研修会などに積
極的に参加していく。

継続
・関係機関との連携強化
・研修会での保健師の知
識習得

・関係機関との連携強化
・研修会での保健師の知
識習得

健康政策課
健康づくり
Ｇ

健康政策課
健康づくり
Ｇ

健康政策課
健康づくり
Ｇ

健康政策課
健康づくり
Ｇ

病院総務課
医事Ｇ

新型コロナ
ウイルスワ
クチン接種
室

施策大綱  ：

施策の方向：

施 策 の 方 向

取組部署

取組概要
具体的取組

（Ｒ５－Ｒ８）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

担当課Ｇ
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